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ス
ペ

イ
ン
改
正
手
形
・

　
　
解
題
と
条
文
の
翻
訳

小
切
手
法
（
一
）

石

井

陽

一

スペイン改正手形・小切手法（1）

　　　　　　　　　　　　解
四三　　　　　　　　　 二一
”㈹紛㊨㊨四㊧o←）”題

は
じ
め
に

改
正
の
動
機

主
要
な
改
正
点

　
絶
対
的
記
載
事
項
の
変
化

　
資
金
関
係
規
定
の
廃
止

　
人
的
抗
弁
の
制
限

　
資
金
の
譲
渡

　
白
地
手
形
お
よ
び
白
地
裏
書

　
連
帯
債
務
性

　
保
証

　
拒
絶
証
書
作
成
の
省
略

不
渡
制
裁
処
分
の
欠
除

印
紙
税
納
付
と
の
関
連

ス
ベ
イ
ン
国
手
形
・
小
切
手
法
（
訳
）

　
前
文

第
一
編
為
替
手
形
お
よ
び
約
束
手
形

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
一
岨
章

第
一
〇
章

為
替
手
形
の
振
出
お
よ
び
方
式

支満保引裏

払期証受書

引
受
拒
絶
ま
た
は
支
払
拒
絶
に
よ
る
請
求
権

資
金
の
譲
渡
…
…
…

参
　
加

　
複
本
お
よ
び
謄
本

　
為
替
手
形
の
紛
失
、
盗
難
ま
た
は
滅
失

・
以
上
本
号

・
以
下
次
号
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解

　第

一
二
章
時
効

　
第
一
三
章
通
則

　第

一
四
章
約
束
手
形

　第

一
五
章
法
の
抵
触

第
二
編
小
切
手

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
一
〇
章

第
一
一
章

付
則

経
過
規
定

廃
止
規
定

最
終
規
定

題

は
じ
め
に

小
切
手
の
振
出
お
よ
び
方
式

譲
渡

保
証

呈
示
お
よ
び
支
払

線
引
小
切
手
お
よ
び
計
算
小
切
手

支
払
拒
絶
に
よ
る
遡
求

小
切
手
の
紛
失
、
盗
難
ま
た
は
滅
失

偽
造
小
切
手

時
効

　
小
切
手
に
関
す
る
通
則

　
法
の
抵
触

「
法
学
研
究
第
五
九
巻
第
九
号
・
昭
和
六
一
年
九
月
」
所
収
の
拙
稿

「
ス
ペ
イ
ソ
の
E
C
加
盟
に
伴
う
法
的
問
題
」
の
五
⇔
e
、
の
な
か
で
、

筆
者
は
「
ス
ペ
イ
ソ
は
、
一
九
三
〇
年
六
月
七
日
付
の
手
形
・
小
切
手
の

統
一
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
調
印
は
し
た
が
、
批
潅
は
し
て
い
な

い
。
E
C
諸
国
は
批
准
、
適
用
し
て
い
る
の
で
、
E
C
諸
国
と
の
経
済
関

係
の
緊
密
化
に
伴
い
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
線
に
歩
み
寄
る
必
要
性
が
認

識
さ
れ
て
き
た
が
、
E
C
加
盟
が
本
決
ま
り
に
な
る
と
共
に
加
速
さ
れ
、

改
正
手
形
・
小
切
手
法
が
一
九
八
五
年
七
月
一
六
日
付
法
律
第
一
九
号
と

し
て
公
布
さ
れ
た
が
、
同
法
の
末
条
で
は
発
効
日
を
一
九
八
六
年
一
月
一

日
と
、
E
C
加
盟
の
当
日
に
合
わ
せ
て
い
る
。
別
に
加
盟
議
定
書
で
要
求

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ス
ペ
イ
ソ
自
身
が
必
要
に
迫
ら
れ
て
自
主
的

に
法
改
正
し
た
一
例
で
あ
る
。
新
法
の
分
析
、
紹
介
は
、
そ
れ
だ
け
で
一

論
文
に
十
分
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
」
と

先
述
し
た
。
本
稿
は
そ
の
「
別
の
機
会
」
で
あ
る
。

　
従
来
の
ス
ペ
イ
ン
の
手
形
・
小
切
手
法
は
商
法
典
（
Q
象
磐
3
9
馨
琶
。
）

の
な
か
に
置
か
れ
て
お
り
、
単
行
法
は
な
か
っ
た
．
商
法
典
は
一
八
八
六

年
一
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
一
八
〇
七
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ソ
商
法

典
（
O
＆
＆
Φ
O
§
馨
§
）
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

手
形
法
に
お
け
る
仏
法
系
、
独
法
条
お
よ
び
英
法
系
の
三
大
法
系
の
う
ち

の
仏
法
系
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
商
法
典
は
全
文
九
五
五
か
条
に
及
び
、
次
の
四
編
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
篇
商
人
お
よ
び
商
の
一
般
（
＝
ぎ

α
9
0
0
ヨ
8
9
0
魯
O
魯
o
蟹
一
）

H
。
U
o
一
〇
ω
Q
o
暮
o
言
㌶
旨
。
ロ
団
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スペイン改正手形・小切手法（1）

　
第
二
篇
商
の
特
別
契
約
（
＝
ぼ
。
戸
U
Φ
富
9
暮
巨
8
諄
雇
芭
。
・

伽
①
一
〇
〇
ヨ
①
唇
凶
o
）

　
第
三
篇
海
商
（
＝
耳
。
目
．
U
①
一
〇
。
馨
三
。
竃
騨
馨
ぎ
。
）

　
第
四
篇
支
払
停
止
．
破
産
お
よ
び
時
効
（
＝
ぎ
ヌ
U
。
蜀
幹
馨
琶
ひ
昌

山
。
℃
夷
。
。
・
」
。
一
器
曾
一
。
ぼ
器
網
山
①
一
毬
ギ
①
・
。
二
冨
g
。
。・
）

　
手
形
、
小
切
手
法
は
、
第
二
篇
の
第
四
四
三
条
か
ら
第
五
七
二
条
ま
で

の
一
二
九
か
条
お
よ
び
第
四
篇
の
な
か
に
一
か
条
だ
け
置
か
れ
て
い
た
為

替
手
形
上
の
請
求
権
の
時
効
に
関
す
る
第
九
五
〇
条
、
合
わ
せ
て
一
三
〇

か
条
の
条
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
新
法
の
発
効
と
共
に
現
行
商
法

典
の
な
か
で
以
上
の
一
三
〇
か
条
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
改
正

法
末
尾
の
廃
止
規
定
）
。

　
改
正
法
は
前
文
か
ら
始
ま
り
、
本
文
一
六
七
か
条
に
末
尾
の
付
則
、
経

過
規
定
、
廃
止
規
定
、
最
終
規
定
を
加
え
、
手
形
篇
と
小
切
手
篇
を
通
し

番
号
の
条
文
で
一
本
に
し
た
単
行
法
で
あ
る
。
一
六
七
か
条
の
う
ち
、
第

九
三
条
ま
で
が
為
替
手
形
（
騨
声
号
9
喜
一
。
）
、
第
九
四
条
か
ら
第
九
七

条
ま
で
が
約
束
手
形
（
冨
撃
邑
、
第
九
八
条
か
ら
第
一
〇
五
条
ま
で
が
手

形
に
係
わ
る
抵
触
規
定
（
8
注
§
。
号
一
亀
邑
、
第
一
〇
六
条
か
ら
第
一
六

一
条
ま
で
が
小
切
手
（
。
ぎ
聾
①
）
、
第
一
六
二
条
か
ら
第
一
六
七
条
ま
で
が

小
切
手
に
係
わ
る
抵
触
規
定
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
改
正
法
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
諸
条
約
（
以
下
本
稿
に
お
い
て
は
統
一
法
と
略

称
）
に
大
ぎ
く
歩
み
寄
っ
た
た
め
、
従
来
の
仏
法
系
か
ら
独
法
系
に
傾
斜

し
た
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
日
本
の
手
形
法
、
小
切
手
法
（
以
下
本
稿
に
お

い
て
は
日
本
法
と
略
称
）
と
も
相
似
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
翻
訳
す
る
と
同

文
に
な
る
条
文
が
多
い
。
し
か
し
、
改
正
法
（
と
く
に
手
形
編
）
は
日
本
法

ほ
ど
統
一
法
に
従
順
で
は
な
い
。
日
本
法
よ
り
も
統
一
法
の
第
二
付
属
書

の
留
保
事
項
を
利
用
し
て
い
る
ほ
か
、
旧
法
た
る
ス
ペ
イ
ソ
商
法
典
（
以

下
本
稿
に
お
い
て
は
旧
法
と
略
称
）
か
ら
の
継
承
条
項
、
統
一
法
、
旧
法
の
何

れ
に
も
該
当
条
項
の
な
い
固
有
条
項
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
統

一
法
と
同
一
ま
た
は
同
趣
旨
の
条
項
で
は
あ
る
が
、
章
・
節
の
区
切
り
方
、

条
項
の
配
列
、
条
文
の
な
か
の
項
・
号
の
区
切
り
方
を
若
干
変
え
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
．
こ
の
た
め
、
本
稿
は
、
こ
の
解
題
の
ほ
か
に
、
参
考
ま

で
に
、
条
文
毎
に
、
統
一
法
、
日
本
法
、
旧
法
と
の
関
連
、
統
一
法
、
日

本
法
と
も
関
連
の
な
い
固
有
条
項
な
ど
を
注
記
し
た
．

　
本
稿
が
底
本
と
し
て
使
っ
た
の
は
次
の
三
著
で
あ
る
．

　
臼
o
器
寓
憎
O
霞
8
号
寅
竃
導
。
讐
ピ
”
2
仁
o
奏
U
亀
O
”
冨
三
曽
ユ
”
網

画
〇
一
〇
箒
ρ
ま
（
国
馨
鼠
一
〇
8
言
冨
蚕
一
貯
o
）
u
国
象
9
0
壼
ψ
国
ω
H
P
冒
暫
身
一
“

一
〇
〇〇
q
・

　
臼
。
＄
＞
暮
。
三
。
O
。
罵
鑑
＄
閃
。
馨
。
昏
臼
ロ
導
Q
畦
9
㌣
田
り
ぎ
μ
O
器
鼠
－

獣
。
量
害
①
奉
閃
。
讐
一
”
。
酵
畠
①
一
”
ピ
①
ぎ
α
①
α
弩
ぎ
℃
Q
。
暮
。
§
§

国
づ
導
9
①
蚕
田
の
冨
ヨ
①
び
冒
＆
ユ
“
一
〇
〇。
q
●

　
＜
一
8
暮
o
切
巴
ま
号
一
〇
器
鼠
試
P
U
霞
o
昌
o
O
騨
冨
げ
貯
二
〇
｝
冒
霞
o
o
目
ぎ
讐

の
■
卜
‘
切
畦
8
一
g
欝
這
o
o
9

　
こ
の
う
ち
法
文
の
翻
訳
は
前
二
薯
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
改
正
法
全
文
に

よ
っ
た
。
両
方
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
な
印
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刷
ミ
ス
が
数
ヵ
所
散
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
前
後
の
関
係
よ
り
正
し
い
と
思

わ
れ
る
方
を
原
文
に
し
て
翻
訳
し
た
。
な
お
、
こ
の
解
題
お
よ
び
訳
注
も

右
の
三
著
を
参
考
に
し
て
書
い
た
。

　
ス
ペ
イ
ソ
の
法
文
は
、
往
々
に
し
て
、
制
定
の
動
機
や
背
景
、
立
法
者

の
意
図
、
主
要
事
項
を
素
述
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

改
正
の
動
機

　
改
正
の
動
機
は
E
C
加
盟
に
伴
う
法
調
整
ば
か
り
で
は
な
い
。
前
文
の

ー
で
制
定
当
時
フ
ラ
ソ
ス
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
現
行
法
が
、
手
形
行

為
を
有
因
的
な
も
の
と
す
る
考
え
方
に
立
脚
し
て
い
る
た
め
、
実
際
問
題

と
し
て
手
形
の
流
通
上
不
便
を
来
た
し
て
い
る
と
い
う
実
情
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
因
み
に
、
改
正
へ
の
動
き
は
一
九
七
九
年
に
遡
り
、
法
制
審
議

会
の
商
法
部
会
で
改
正
法
案
の
起
草
作
業
が
始
ま
り
一
九
八
一
年
に
完
成

し
て
い
る
が
、
国
会
へ
の
法
案
上
程
に
は
至
ら
な
か
っ
た
．
一
九
八
二
年
、

下
院
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
選
出
の
少
数
派
議
員
が
商
法
典
に
お
け
る

手
形
・
小
切
手
関
連
条
文
の
部
分
的
改
正
の
必
要
性
を
提
唱
し
．
そ
れ
が

社
会
労
働
党
議
員
の
共
鳴
を
得
て
、
一
九
八
三
年
二
月
一
四
日
、
下
院
に

お
い
て
、
政
府
が
一
年
以
内
に
統
一
法
を
踏
ま
え
た
手
形
・
小
切
手
の
単

行
法
の
法
案
を
、
統
一
法
の
第
二
付
属
書
の
留
保
事
項
の
利
用
を
妨
げ
る

こ
と
な
く
起
草
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
決
議
を
行
な
っ
た
。
政
府
は
そ
れ

を
受
け
て
法
案
を
起
草
し
、
下
院
に
回
付
さ
れ
、
一
九
八
四
年
九
月
一
一

日
付
国
会
官
報
に
掲
載
さ
れ
、
両
院
の
審
議
を
経
て
、
前
記
の
一
九
八
五

年
七
月
一
六
日
付
法
律
第
一
九
号
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
文
の
ー
は
現
行
法
の
考
え
方
が
取
引
の
実
際
に
そ
ぐ
わ
な
い
旨
を
述

べ
た
の
ち
、
そ
の
H
で
そ
れ
ば
か
り
が
動
機
で
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
の
E
C

加
盟
に
伴
う
法
調
整
の
必
要
性
を
今
一
つ
の
動
機
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
E
C
加
盟
は
動
機
と
し
て
第
二
次
的
に
と
ら
れ
て
い
る
が
、

と
か
く
保
守
色
の
強
い
ス
ペ
イ
ン
の
法
体
制
に
お
い
て
E
C
加
盟
と
い
う

外
圧
的
要
因
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
少
数
グ
ル
ー
プ
の
起
案
が
国
会
全
体

を
包
む
動
き
に
な
り
．
早
急
な
法
改
正
に
ま
で
発
展
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
前
文
の
n
の
後
段
に
、
商
法
の
歴
史
的
な
世
界
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
こ
れ
か
ら
E
C
に
加
盟
す
る
ス
ペ
イ
ソ
の
意
気
込
み
が
読
み

と
れ
る
。

二
、
主
要
な
改
正
点

　
e
　
絶
対
的
記
載
事
項
の
変
化

　
改
正
法
の
第
一
条
は
旧
法
の
第
四
四
四
条
に
あ
た
る
が
、
次
の
よ
う
な

変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

ω
　
旧
法
第
四
四
四
条
の
第
四
号
の
金
額
に
は
、
外
貨
表
示
を
明
記
し
て

　
い
な
か
っ
た
。
勿
論
、
対
外
貿
易
が
あ
る
以
上
、
実
行
上
は
外
貨
建
の

　
為
替
手
形
が
振
り
出
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
改
正
法
は
外
貨
建

　
の
許
容
を
明
記
し
、
か
つ
為
替
管
理
法
と
の
調
整
も
行
な
っ
た
（
改
正

　
法
で
は
、
為
替
手
形
が
第
一
条
第
二
号
、
約
束
手
形
が
第
九
四
条
第
二
号
、
小
切

　
手
が
第
一
〇
六
条
第
二
号
）
。

㈹
　
旧
法
の
同
条
第
五
号
に
は
対
価
条
項
（
。
一
診
毘
”
養
耳
）
が
あ
り
、
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振
出
人
が
手
形
の
受
取
人
よ
り
現
金
．
商
品
な
ど
に
よ
り
対
価
を
受
領

　
し
て
い
る
と
き
は
、
手
形
上
に
対
価
受
領
済
（
く
”
冒
§
置
3
）
と
記
載

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
前
文
の
皿
で
特
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
に
改
正
法
で
は
廃
止
に
な
っ
た
。
対
価
条
項
は
振
出
人
と
受
取
人
と
の

　
手
形
外
の
実
質
関
係
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
、
有
因
論
か
ら
の
脱
却

　
上
、
廃
止
の
槍
玉
に
あ
が
る
わ
け
で
あ
る
。

⑥
　
旧
法
で
は
支
払
地
の
表
示
が
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
改
正
法

　
の
第
一
条
第
五
号
で
「
支
払
が
な
さ
れ
る
べ
き
地
」
が
加
え
ら
れ
た
。

　
統
一
法
へ
の
一
つ
の
調
整
で
あ
る
。

㈲
　
旧
法
同
条
第
八
号
で
は
、
振
出
人
の
手
書
に
よ
る
署
名
（
富
守
馨

　
量
一
酵
呂
章
留
警
箕
8
一
。
b
鼠
。
）
を
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
改
正
法

　
同
条
第
八
号
で
は
「
手
書
に
よ
る
」
が
削
除
さ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ソ
で
も

　
農
・
鉱
業
中
心
の
国
か
ら
工
業
国
へ
と
発
展
し
て
い
く
途
上
に
お
い
て
、

　
警
し
い
手
形
が
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
手
書
に
よ
る

署
名
に
拘
泥
し
て
い
た
の
で
は
対
処
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
削
除
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
記
名
捺
印
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
と

解
さ
れ
る
。

　
⇔
　
資
金
関
係
規
定
の
廃
止

振
出
人
と
受
取
人
と
の
実
質
関
係
が
対
価
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
前
述

の
対
価
条
項
と
な
る
が
、
振
出
人
と
支
払
人
と
の
実
質
関
係
は
資
金
関
係

で
あ
る
．
こ
の
資
金
関
係
に
つ
い
て
旧
法
は
そ
の
第
四
五
六
条
か
ら
第
四

五
八
条
ま
で
の
三
力
条
で
規
定
し
て
い
た
。
支
払
人
が
振
出
人
か
ら
手
形

の
満
期
日
以
前
に
資
金
を
受
領
し
た
場
合
、
支
払
人
が
な
ん
ら
か
の
理
由

で
手
形
金
額
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
金
額
を
振
出
人
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
場
合
資
金
関
係
が
行
な
わ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
改
正
法
で
は
廃
止
さ
れ
た
．

　
㊧
　
人
的
抗
弁
の
制
限

　
対
価
条
項
や
資
金
関
係
規
定
の
廃
止
と
関
連
し
て
改
正
法
に
導
入
さ
れ

た
の
が
、
前
文
の
ー
お
よ
び
皿
の
な
か
で
も
解
説
さ
れ
て
い
る
人
的
抗
弁

の
制
限
に
関
す
る
第
二
〇
条
（
手
形
）
と
第
一
二
八
条
（
小
切
手
）
の
規
定

で
あ
る
．
訳
文
に
も
注
記
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
統
一
法
の
該
当
条
文

の
忠
実
な
移
植
で
あ
り
、
従
っ
て
日
本
法
の
そ
れ
と
も
一
致
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
人
的
抗
弁
の
制
限
の
原
則
の
例
外
と
な
る
の
が
、
第
六

七
条
で
あ
る
。
第
六
七
条
の
規
定
は
、
第
一
五
三
条
に
よ
り
小
切
手
に
も

準
用
さ
れ
る
。

　
㊨
　
資
金
の
譲
渡

　
資
金
関
係
の
規
定
を
廃
止
し
た
代
り
に
、
改
正
法
は
第
六
九
条
の
資
金

の
譲
渡
に
関
す
る
規
定
を
と
り
入
れ
た
。
一
章
一
条
の
こ
の
規
定
は
、
統

一
法
に
（
従
っ
て
日
本
法
に
）
該
当
規
定
は
な
く
、
範
を
ス
イ
ス
法
に
求
め

た
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
制
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
目
的
は
銀
行
が
割
引
を
通
じ
て
為
替
手
形
を
取
得
し
た
場
合
の

銀
行
の
法
的
、
経
済
的
な
立
場
の
保
護
（
例
え
ば
、
振
出
人
の
破
産
）
に
あ
る

と
言
わ
れ
る
。

　
㊨
　
白
地
手
形
お
よ
ぴ
白
地
裏
書

　
白
地
手
形
の
効
力
は
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
付
最
高
裁
判
例
で

実
際
上
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
前
文
の
皿
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
根
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拠
法
規
は
な
か
っ
た
。
改
正
法
第
一
二
条
で
明
文
化
さ
れ
た
の
は
所
持
人

の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
改
正
法
第
一
七
条
第
二
項
は
白
地
裏

書
も
認
め
て
い
る
。

　
㊨
　
連
帯
債
務
性

　
改
正
法
第
三
条
、
第
三
一
条
、
第
四
四
条
が
定
め
る
手
形
債
務
者
の
連

帯
債
務
性
（
毘
蒼
旨
呂
）
は
統
一
法
、
旧
法
に
も
該
当
条
文
が
な
い
固
有

条
文
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
改
正
法
第
五
七
条
に
な
っ
て
漸
く
統
一

法
、
日
本
法
の
第
四
七
条
と
の
接
点
が
で
て
く
る
．

　
編
　
保
証

　
保
証
に
つ
い
て
は
、
第
三
六
条
第
四
項
が
別
紙
に
よ
る
保
証
に
手
形
上

の
効
力
を
認
め
て
い
な
い
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
統
一
法
、
日
本
法

に
該
当
箇
所
が
な
い
が
、
条
文
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
統
一
法
第
四
条
の

例
外
措
置
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
．
第
三
七
条

は
．
前
文
の
皿
の
な
か
で
も
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
保
証
行
為

の
独
立
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
．

　
の
　
拒
絶
証
書
作
成
の
省
略

　
改
正
法
第
五
一
条
第
二
項
以
下
で
、
拒
絶
証
書
作
成
を
省
略
で
き
る
場

合
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
公
正
証
書
至
上
主
義
の
国
柄
に
お
い

て
は
ま
さ
に
画
期
的
な
出
来
事
と
い
っ
て
よ
い
．
今
度
の
改
正
の
な
か
で

も
っ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
、
不
渡
制
裁
処
分
の
欠
除

日
本
で
は
不
渡
手
形
が
発
生
す
る
と
、
手
形
交
換
所
規
則
に
よ
り
銀
行

取
引
停
止
処
分
を
う
け
（
例
え
ば
、
東
京
規
則
第
六
五
条
第
二
項
）
、
手
形
を
支

払
わ
な
か
っ
た
者
が
事
実
上
の
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
．
手
形
流
通
の
安

全
は
、
実
は
こ
の
手
形
法
の
外
側
に
あ
る
手
形
交
換
所
規
則
の
制
裁
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
筆
者
が
調
べ
た
範
囲
で
は
、
ス
ペ
イ
ソ
の
手
形
交
換
所
に
は
制
裁
規
定

を
含
む
規
則
が
な
い
。
前
文
の
V
で
不
渡
の
発
生
が
非
常
に
高
く
、
ス
ペ

イ
ン
の
社
会
に
お
い
て
手
形
を
め
ぐ
る
不
信
感
が
あ
る
こ
と
が
率
直
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
因
み
に
、
一
九
八
五
年
に
お
け
る
為
替
手
形
の
不
渡

発
生
数
は
三
九
三
万
二
〇
〇
〇
件
に
達
し
て
い
る
（
一
九
八
七
年
版
I
N
E

統
計
年
鑑
二
〇
四
頁
）
。

　
改
正
法
の
最
終
規
定
の
第
一
に
手
形
交
換
所
規
則
の
制
定
が
定
め
ら
れ

て
い
る
．
原
文
は
未
入
手
だ
が
、
灰
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
制
裁
規
定
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

四
、
印
紙
税
納
付
と
の
関
連

　
改
正
法
の
最
終
規
定
の
第
二
に
は
、
手
形
の
指
定
用
紙
を
作
成
す
る
こ

と
、
そ
の
用
紙
に
よ
り
印
紙
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
．

日
本
で
は
印
紙
の
貼
付
の
な
い
手
形
は
、
過
怠
税
は
と
ら
れ
る
が
、
手
形

と
し
て
は
有
効
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ペ
イ
ン
で
は
法
定
用
紙
が
あ
り
、
そ
の
用
紙
に
印
紙
が
印
刷
済
み
で

あ
る
。
従
っ
て
手
形
の
金
額
に
よ
っ
て
用
紙
の
価
格
が
変
わ
る
。
こ
れ
は

改
正
法
の
最
終
規
定
で
始
め
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
旧
法
か
ら

継
続
し
て
い
る
．
従
っ
て
、
理
論
的
に
は
印
紙
の
貼
付
の
有
無
と
手
形
の
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有
効
性
と
は
別
箇
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、

手
形
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
問
題
と
し
て
印
紙
抜
き
の

　
以
上
の
簡
単
な
解
題
に
続
き
、
改
正
法
の
拙
訳
に
移
る
こ
と
に
な
る
が
、

次
の
点
を
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
．

　
a
、
ス
ペ
イ
ン
の
法
文
に
は
、
条
文
毎
の
見
出
し
が
な
い
。

　
b
、
原
則
と
し
て
、
一
つ
の
条
文
の
な
か
で
行
を
変
え
て
書
か
れ
た
ひ

　
　
と
つ
の
文
を
項
と
み
な
し
て
い
る
。
頭
に
数
字
は
つ
い
て
い
な
い
が
、

　
　
ひ
と
つ
の
条
文
の
な
か
に
三
つ
の
行
を
変
え
た
文
が
あ
れ
ば
、
順
に

　
　
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
と
な
る
。

　
　
　
し
か
し
、
稀
に
は
項
に
も
頭
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
示
が
つ
く
こ

　
　
と
が
あ
る
（
訳
文
の
、
第
二
条
、
第
九
五
条
、
第
一
〇
七
条
な
ど
参
照
）
。

　
c
、
号
の
頭
に
は
必
ず
数
字
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
示
が
つ
く
。

ス
ペ
イ
ン
国
手
形
・
小
切
手
法
（
訳
）

総
理
府

第
一
四
八
八
○
号
　
一
九
八
五
年
七
月
一
五
日
付

手
形
お
よ
び
小
切
手
に
関
す
る
法
律
第
一
九
号

ス
ペ
イ
ン
国
王
フ
ァ
ソ
・
カ
ル
ロ
ス
一
世
は
、

本
法
を
読
解
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て

　
両
院
が
次
の
法
律
を
承
認
し
、

こ
こ
に
布
告
す
る
。

前

文1

か
つ
国
王
が
そ
れ
を
裁
可
し
た
こ
と
を

　
為
替
手
形
、
小
切
手
お
よ
び
約
束
手
形
に
関
す
る
わ
が
国
の
現
行
法
を

い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
に
調
和
す
る
こ
と
は
、
改
正
の
必
要
度
が

高
い
と
さ
れ
る
わ
が
国
商
法
の
刷
新
に
向
け
て
の
決
定
的
な
第
一
歩
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
商
法
体
系
の
分
野
の
な
か
で
と
く
に
改
正
の
必
要
性
が

勧
奨
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
証
券
に
か
か
わ
る
現
行
法
に
絞
ら
れ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
制
定
以
来
約
百
年
を
経
た
現
行
法
は
、
こ
れ
ら
証

券
に
化
体
さ
れ
た
債
権
を
適
切
に
保
護
す
る
役
割
を
果
し
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
度
重
な
る
批
判
を
受
け
て
き
た
。

　
為
替
手
形
に
関
す
る
法
規
は
、
商
法
典
の
第
二
篇
第
一
〇
章
に
置
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
制
定
当
時
に
母
法
た
る
フ
ラ
ソ
ス
法
か
ら
の
影
響
を
強

く
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
原
因
と
な
る
取
引
と
の
索
連
性
に
と
ら
わ
れ
た

手
形
法
の
考
え
方
に
支
配
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
考
え
方
は
、
現
代
社
会
に

お
け
る
適
法
な
取
引
の
必
要
性
と
明
ら
か
に
衝
突
す
る
．
そ
こ
に
お
け
る

手
形
の
流
通
は
、
単
な
る
債
権
の
譲
渡
と
同
じ
法
律
に
服
す
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
現
行
法
の
不
備
は
、
手
形
債
務
者
の
主
張
す
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る
抗
弁
の
制
度
と
も
密
接
な
関
連
を
も
つ
。
手
形
債
務
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
解
決
が
こ
れ
ら
証
券
に
関
す
る
実
体
法
の
分
野
で
決
定
さ
れ
る
べ
き

と
ぎ
に
も
、
商
法
以
前
に
民
事
訴
訟
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
問
題
を
著
し

く
訴
訟
法
的
な
も
の
に
し
て
き
た
。
帰
す
る
と
こ
ろ
、
適
用
さ
れ
る
べ
き

抗
弁
の
制
度
は
、
手
形
の
有
因
論
者
の
考
え
方
を
永
続
さ
せ
た
ら
よ
い
の

か
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
証
券
の
抽
象
化
の
傾
向
に
切
り
か
え
る
か
、
に
か

か
っ
て
く
る
。H

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
の
不
備
だ
け
が
、
今
般
提
起
さ
れ
た
改
正
の

決
定
的
な
要
因
で
は
な
い
。
現
行
法
の
不
備
に
加
え
て
、
例
え
ば
ヨ
ー
・

ッ
パ
経
済
共
同
体
を
構
成
す
る
ロ
ー
マ
条
約
第
三
条
h
号
に
よ
り
、
共
同

市
場
の
運
営
に
必
要
な
限
度
内
で
の
加
盟
国
の
法
制
の
接
近
と
い
う
理
念

の
実
現
に
尽
力
し
て
い
る
諸
国
の
共
同
体
に
ス
ペ
イ
ソ
も
加
盟
す
る
と
い

う
政
治
的
な
動
機
も
あ
る
の
で
あ
る
．

　
商
法
は
、
諸
国
民
、
諸
国
家
の
間
の
す
べ
て
の
性
質
の
関
係
が
今
日
の

よ
う
な
高
度
の
流
通
性
を
も
つ
に
至
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
歴
史
的
に
世

界
性
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
活
性
化
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
．
実
際
に
、
類
似
の
政
治
体
制
を
も
つ
と
共
に
類
似
の
経
済
組
織
の

体
制
を
認
め
合
っ
て
い
る
国
々
の
間
に
お
け
る
企
業
的
交
流
は
、
数
種
の

制
度
面
に
お
い
て
同
類
の
法
制
の
存
在
を
も
必
要
と
す
る
。

　
共
通
的
な
制
度
を
抽
出
す
る
方
法
の
一
つ
に
意
思
の
自
治
が
あ
り
、
そ

れ
は
少
な
か
ら
ざ
る
事
例
に
お
い
て
当
事
者
間
の
自
治
に
よ
る
規
則
の
設

定
、
商
慣
習
の
統
一
な
ど
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
．
当
事
者
自
治
が
限

界
に
来
た
と
き
に
、
適
法
な
取
引
を
順
調
に
展
開
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と

さ
れ
る
制
度
と
制
度
と
の
調
整
を
は
か
っ
た
の
は
国
家
と
国
際
機
関
で
あ

っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
事
例
が
一
九
三
〇
年
六
月
七
日
付
お
よ
び
一
九
三

一
年
三
月
一
九
日
付
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
付
属
し
て
い
る
統
一
法
に
包

含
さ
れ
た
、
為
替
手
形
、
指
図
式
約
束
手
形
お
よ
び
小
切
手
に
関
す
る
法

律
で
あ
る
。
こ
の
改
正
法
は
．
実
体
的
に
そ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
を
受

容
し
た
も
の
で
あ
る
。

皿

　
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
が
標
榜
し
た
選
択
は
、

よ
り
も
技
術
面
を
優
先
し
た
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
の
商
法
典
の
規
定

　
こ
の
改
正
法
が
と
り
入
れ
た
新
機
軸
は
多
様
な
表
現
を
も
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
法
定
の
証
券
の
記
載
要
件
の
簡
素
化
お
よ
び
こ
れ
ら
証

券
に
記
載
さ
れ
る
種
々
の
宣
言
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
有
効
性
の
範
囲
を
き

め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
．
そ
れ
ら
宣
言
の
若
干
は
、
そ
れ
を
無
効

に
す
る
澱
疵
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
結
局
、
こ
れ
ら

の
証
券
の
流
通
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
所
持
人
は
、
裏
書
の
連
続
の
整

否
を
調
査
す
る
義
務
は
あ
る
が
、
先
行
す
る
宣
言
の
す
べ
て
の
真
正
さ
を

調
査
す
る
負
担
か
ら
は
免
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
行
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法
で
は
孤
児
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
白
地
手
形
、
無
権
代
理
に
よ
る
こ
れ

ら
の
証
券
の
署
名
（
今
日
で
は
手
形
外
の
措
置
に
よ
り
解
決
を
要
す
る
問

題
）
、
計
算
小
切
手
．
支
払
保
証
小
切
手
の
よ
う
に
実
際
に
は
す
で
に
実

行
に
移
さ
れ
て
い
る
問
題
を
こ
の
改
正
法
は
と
り
入
れ
て
い
る
。
証
券
の

記
載
要
件
に
つ
い
て
は
．
為
替
手
形
の
〈
対
価
条
項
〉
の
廃
止
が
際
立
っ

て
い
る
。
対
価
条
項
は
、
専
ら
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
現
行
体
制
を
支

配
す
る
有
因
論
の
証
跡
で
あ
る
。

　
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
の
技
術
面
の
優
先
は
、
と
く
に
そ
の
手
形
法
の
第

一
七
条
と
小
切
手
法
の
第
二
二
条
に
顕
著
に
出
て
い
る
が
、
こ
の
改
正
法

の
第
二
〇
条
と
第
一
二
八
条
は
そ
れ
ぞ
れ
の
忠
実
な
移
植
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
条
文
で
は
、
否
定
的
か
つ
い
と
も
簡
明
に
人
的
抗
弁
の
境
界
を
定
め

て
お
り
、
選
定
の
目
録
に
頼
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
百
年
間

の
施
行
期
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の
判
例
に
よ
る
調
整
を
受
け
て
き
た
現
行

の
商
法
典
第
四
八
○
条
の
一
刀
両
断
的
な
文
言
と
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
保
証
の
位
置
付
け
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
改
正
法
は
、
保
証
と
い
う

手
形
上
の
宣
言
の
法
的
な
性
質
に
関
す
る
学
説
お
よ
び
判
例
上
の
論
争
に

終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
り
、
方
式
の
瑠
疵
以
外
の
事
由
で
被
保
証
の
債

務
が
無
効
に
な
っ
た
と
ぎ
で
も
保
証
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
、
独
立
の
義

務
と
し
て
の
定
義
を
選
択
し
て
い
る
。

引
受
呈
示
に
関
す
る
規
定
は
、
為
替
手
形
お
よ
び
三
種
の
法
定
の
証
券

の
支
払
に
お
い
て
、
一
段
と
柔
軟
性
を
示
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
一
覧

払
為
替
手
形
を
引
受
呈
示
す
る
た
め
の
期
間
お
よ
び
一
般
的
に
こ
れ
ら
三

種
の
証
券
の
支
払
呈
示
の
た
め
の
期
間
の
伸
長
を
特
記
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

N

　
統
一
法
は
、
手
形
債
権
者
の
法
的
な
立
場
の
強
化
と
い
う
明
白
な
目
的

を
も
っ
て
い
る
．
そ
の
目
的
は
こ
の
改
正
法
に
も
映
じ
て
お
り
、
そ
の
実

体
法
的
な
性
格
を
強
調
す
る
が
た
め
に
既
述
し
た
対
抗
し
う
る
人
的
抗
弁

の
定
式
化
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
分
野
に
も
反
映
し
て
い
る
。
ま
ず
第

一
に
、
拒
絶
証
書
の
制
度
に
加
味
さ
れ
た
柔
軟
性
で
あ
り
、
支
払
人
の
宣

言
ま
た
は
手
形
交
換
所
の
宣
言
も
し
く
は
そ
の
取
消
し
を
も
っ
て
拒
絶
証

書
の
作
成
に
替
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
ま
た
、
為
替
手
形
の
引
受
人

と
保
証
人
の
厳
格
な
義
務
が
拒
絶
証
書
ま
た
は
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有

す
る
宣
言
に
必
ず
し
も
服
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
規
定
は
斬
新
な
改

正
と
い
え
よ
う
。
所
持
人
へ
の
保
証
を
強
化
す
る
今
一
つ
の
基
本
的
な
制

度
と
し
て
は
、
複
数
の
手
形
債
務
者
の
絶
対
的
な
連
帯
債
務
制
の
確
立
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
そ
の
証
券
上
の
立
場
か
ら
独
立

し
て
、
個
別
に
、
ま
た
は
全
員
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
債
権
者
の
立
場
の
改
善
に
間
接
的
に
寄
与
す
る
と
想
定
さ
れ
る
措

置
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
れ
ら
証
券
の
ひ
と
つ
に
不
払
い
が
発
生
し
た
と

き
の
状
況
に
一
段
と
適
し
た
延
滞
利
息
の
設
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
切
手
の
具
体
的
な
事
例
と
L
て
、
支
払
人
の
手
元
に
置
く
資
金
の
手
当
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の
な
い
ま
ま
小
切
手
を
振
出
し
た
振
出
人
に
対
し
適
用
さ
れ
る
罰
則
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
手
形
の
執
行
訴
訟
の
た
め
に
敷
か
れ
た
新
し
い
路
線
は
、

民
事
訴
訟
法
第
一
四
二
九
条
の
改
正
の
ほ
か
に
、
約
束
手
形
と
小
切
手
を

執
行
力
の
あ
る
証
券
と
し
て
同
条
に
挿
入
し
、
所
持
人
の
地
位
の
強
化
に

向
け
て
の
諸
措
置
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
．

　
本
法
は
、
法
の
抵
触
よ
り
派
生
す
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
最

後
に
二
章
を
あ
て
て
い
る
。

V

　
わ
が
国
の
社
会
に
お
い
て
は
、
今
日
、
為
替
手
形
を
め
ぐ
る
相
対
的
な

不
信
感
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
信
感
は
、
主
と

し
て
法
の
不
備
に
だ
け
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国

の
経
済
が
直
面
す
る
危
機
的
な
状
況
、
商
品
市
場
、
消
費
市
場
、
金
融
市

場
に
お
け
る
為
替
手
形
の
慎
重
を
欠
い
た
利
用
、
古
め
か
し
い
訴
訟
法
な

ど
の
要
因
は
、
統
計
が
示
す
高
い
不
渡
の
発
生
率
と
無
縁
で
は
な
い
。
債

務
者
に
厳
し
い
こ
の
改
正
法
は
、
こ
の
よ
う
な
不
信
感
を
は
ぐ
く
ん
で
き

た
若
干
の
制
度
の
変
革
を
志
向
す
る
と
共
に
、
法
体
制
へ
の
信
頼
感
、
企

業
の
生
存
の
基
本
的
な
価
値
感
で
あ
る
誠
意
へ
の
信
頼
感
を
建
て
な
お
さ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
改
正
法
が
導
入
し
た
諸
規
定
は
絶
対
に
必
要
か
つ
適
格
な
も
の
で

あ
る
が
、
適
当
な
研
究
の
上
、
か
つ
社
会
経
済
情
勢
の
必
要
に
応
じ
．
消

費
者
お
よ
び
高
利
金
融
業
者
が
行
う
取
引
に
関
連
し
て
振
出
さ
れ
る
手
形

を
規
制
す
る
補
足
法
お
よ
び
特
別
法
の
制
定
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

ほ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
諸
国
に
お
け
る
法
制
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
き
方
、
ま
た

こ
の
分
野
に
お
け
る
統
一
法
の
欠
訣
が
こ
の
改
正
法
に
そ
れ
に
関
す
る
確

定
的
な
規
定
の
導
入
を
躊
躇
さ
せ
た
が
、
適
当
な
時
期
を
み
て
そ
の
措
置

を
実
現
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
一
編
為
替
手
形
お
よ
び
約
束
手
形

第
一
章
為
替
手
形
の
振
出
お
よ
び
方
式

第
一
条
　
為
替
手
形
に
は
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
一
、
証
券
の
文
言
中
に
そ
の
証
券
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
言
語
を
も
っ

　
　
て
記
載
さ
れ
た
為
替
手
形
な
る
呼
称
。

　
二
、
ペ
セ
ー
タ
建
ま
た
は
公
的
相
場
を
認
め
ら
れ
た
交
換
可
能
外
貨
建

　
　
で
一
定
の
金
額
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
旨
の
単
純
な
委
託
（
彊
邑
魯
。
V
。

　
三
、
支
払
を
な
す
べ
き
者
、
即
ち
支
払
人
の
名
称
．

　
四
、
満
期
の
表
示
。

　
五
、
支
払
が
な
さ
れ
る
べ
き
地
．

　
六
、
支
払
を
受
け
ま
た
は
こ
れ
を
受
け
る
者
を
指
図
す
る
者
の
名
称
．

　
七
、
手
形
が
振
出
さ
れ
る
目
お
よ
び
地
。

　
八
、
手
形
を
振
出
す
者
、
即
ち
振
出
人
（
一
酵
区
＆
と
称
せ
ら
れ
る
者

　
　
の
署
名
．

72



スペイン改正手形・小切手法（1）

（
訳
注
。
第
二
号
で
ス
ペ
イ
ソ
現
行
為
替
管
理
法
上
の
指
定
通
貨
と
の
関
連
を

配
慮
し
た
ほ
か
は
、
統
一
法
（
以
下
第
九
七
条
ま
で
は
統
一
手
形
法
制
定
条
約

の
こ
と
）
、
日
本
法
（
以
下
第
九
四
条
ま
で
が
日
本
の
手
形
法
の
こ
と
）
の
第
一

条
と
一
致
）
。

第
二
条
　
前
条
に
掲
げ
る
必
要
記
載
事
項
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
証
券
は
為

　
替
手
形
と
み
な
さ
れ
な
い
．
但
し
、
次
の
数
項
に
記
載
さ
れ
た
場
合
は

　
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
a
．
満
期
の
記
載
が
な
い
為
替
手
形
は
一
覧
払
（
こ
釦
募
ε
と
み
な

　
さ
れ
る
。

　
b
．
支
払
人
の
名
称
に
付
記
さ
れ
た
地
名
は
、
特
別
の
表
示
が
な
い
限

　
り
、
こ
れ
が
支
払
地
で
あ
り
、
か
つ
支
払
人
（
一
ぎ
＆
。
）
の
住
所
地
と

　
み
な
さ
れ
る
。

　
c
．
振
出
地
の
記
載
が
な
い
為
替
手
形
は
、
振
出
人
の
名
称
に
付
記
さ

　
れ
た
地
に
お
い
て
振
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
二
条
と
同
文
）
。

第
三
条
　
手
形
が
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
支
払
人
に
対
し
て
振
出
さ
れ

　
て
い
る
と
き
は
、
無
差
別
に
そ
の
い
ず
れ
の
者
に
対
し
て
も
当
該
手
形

　
の
金
額
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
、
ス
ペ
イ
ソ
の
旧
法
に
も
該
当
条
文
が
な
い
固
有

　
条
文
）
。

第
四
条
　
為
替
手
形
は
、
次
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
振
出
す
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
a
．
振
出
人
の
自
己
指
図
。

　
b
．
振
出
人
の
自
己
宛
。

　
c
．
第
三
老
の
計
算
に
お
い
て
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
目
本
法
第
三
条
と
同
趣
旨
）
。

第
五
条
　
為
替
手
形
は
、
支
払
人
の
住
所
地
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
他

　
の
地
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
第
三
者
の
住
所
に
お
い
て
支
払
う
ぺ
き
も

　
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払
い
は
第
三
者
に
対
し
て
請
求
さ
れ
る
。

　
但
し
、
支
払
人
自
身
が
支
払
う
旨
明
記
さ
れ
て
い
る
と
き
は
こ
の
限
り

　
で
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
第
二
項
を
除
き
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
四
条
に
一
致
）
。

第
六
条
　
一
覧
払
ま
た
は
一
覧
後
定
期
払
（
即
旨
冨
N
。
号
§
蜀
壽
ε

　
の
為
替
手
形
に
お
い
て
は
、
振
出
人
は
手
形
金
額
に
つ
い
て
利
息
が
発

　
生
す
る
旨
の
約
定
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
為
替
手
形

　
に
お
い
て
は
同
様
の
約
定
は
記
載
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
年
利
率
は
手
形
上
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
表
示
が
な

　
い
と
き
は
、
利
息
の
約
定
の
記
載
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
利
息
は
、
別
段
の
日
付
の
表
示
が
な
い
と
き
は
、
手
形
振
出
の
日
よ

　
り
発
生
す
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
五
条
に
一
致
）
。

第
七
条
　
為
替
手
形
の
金
額
を
文
字
お
よ
び
数
字
を
も
っ
て
記
載
し
た
場

　
合
に
お
い
て
そ
の
金
額
に
差
異
が
あ
る
と
き
は
、
文
字
を
も
っ
て
記
載

　
さ
れ
た
金
額
を
有
効
と
す
る
．

　
　
為
替
手
形
の
金
額
を
、
文
字
を
も
っ
て
ま
た
は
数
字
を
も
っ
て
重
複
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し
て
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
金
額
に
差
異
が
あ
る
と
き
は
、
最

小
の
金
額
を
有
効
と
す
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
六
条
に
一
致
）
．

第
八
条
　
為
替
手
形
に
手
形
債
務
を
負
担
す
る
能
力
の
な
い
者
の
署
名
、

　
ま
た
は
偽
造
、
仮
設
人
の
署
名
、
ま
た
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
署
名

　
者
も
し
く
は
そ
の
本
人
に
義
務
を
負
わ
し
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
署
名

　
が
あ
る
場
合
も
、
そ
の
他
の
署
名
者
の
債
務
は
そ
の
た
め
に
そ
の
効
力

　
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
七
条
に
一
致
）
。

第
九
条
　
為
替
手
形
に
他
人
の
名
称
で
署
名
す
る
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の

　
代
理
行
為
に
つ
い
て
本
人
よ
り
委
任
状
（
b
＆
＆
を
も
っ
て
権
限
を
得

　
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
署

　
名
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
会
社
の
取
締
役
（
呂
三
旨
β
3
誘
）
は
、
そ
の
任
命
を
も
っ
て
権
限

　
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
手
形
の
受
取
人
（
ε
巨
匿
8
お
よ
び
所
持
人
（
一
雪
＆
＆
は
、
署
名

　
者
に
対
し
て
委
任
状
の
呈
示
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
該
当
条
文
が
な
く
、
旧
法
第
四
四
七
条
と
概
ね

　
同
文
）
。

第
一
〇
条
　
本
人
の
名
称
に
お
い
て
行
為
す
る
た
め
の
代
理
権
を
得
て
い

　
な
い
者
が
代
理
人
と
し
て
為
替
手
形
に
署
名
し
た
と
き
は
、
自
ら
そ
の

　
手
形
に
よ
り
義
務
を
負
う
。
そ
の
者
が
支
払
っ
た
と
ぎ
に
は
、
本
人
が

　
得
る
と
同
一
の
権
利
を
有
す
る
。
そ
の
権
限
を
超
え
た
代
理
人
に
つ
い

　
て
も
同
様
に
み
な
さ
れ
る
。
但
し
、
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
本
人
が

　
手
形
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
但
し
書
を
除
き
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
八
条
に
概
ね
一
致
）
。

第
一
［
条
　
振
出
人
は
引
受
お
よ
び
支
払
を
担
保
す
る
。

　
　
振
出
人
は
引
受
を
担
保
し
な
い
こ
と
は
で
き
る
が
、
支
払
を
担
保
し

　
な
い
旨
の
一
切
の
文
言
は
記
載
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
九
条
に
一
致
）
。

第
＝
一
条
　
未
完
成
で
振
出
さ
れ
た
為
替
手
形
に
、
予
め
為
し
た
合
意
と

　
異
な
っ
た
補
充
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
合
意
の
不
履
行
を
も
っ

　
て
所
持
人
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
所
持
人
が
悪
意
ま

　
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
そ
の
手
形
を
取
得
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で

　
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
〇
条
に
一
致
）
。

第
＝
二
条
　
手
形
券
面
に
広
範
な
内
容
の
記
載
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
場

　
合
、
連
結
性
を
明
確
に
し
た
別
紙
に
ょ
っ
て
補
箋
（
鶏
冨
馨
暮
。
）
　
を

　
合
体
し
て
文
書
を
広
げ
、
そ
こ
に
本
法
に
規
定
さ
れ
た
事
項
の
い
ず
れ

　
で
も
記
載
で
ぎ
る
。
但
し
、
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
必
要
記
載
事
項
は

　
手
形
券
面
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
、
旧
法
の
い
ず
れ
に
も
該
当
条
文
の
な
い
固
有
条

　
文
）
。

第
二
章
裏
書

第
一
四
条
　
為
替
手
形
は
指
図
式
で
振
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
も
、
裏
書
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（
①
昌
8
。
）
に
よ
り
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
振
出
人
が
「
指
図
禁
止
ぎ
斡
置
。
旨
窪
」
の
文
字
、
ま
た
は
こ
れ

　
に
相
当
す
る
文
言
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
証
券
は
指
名
債
権
の
譲

渡
に
関
す
る
方
式
に
従
い
、
か
つ
そ
の
効
力
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
譲

　
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
裏
書
は
、
引
受
を
な
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
支
払
人
に
対
し
て
、

　
ま
た
は
振
出
人
、
そ
の
他
の
手
形
上
の
債
務
者
に
対
し
て
、
な
す
こ
と

　
が
で
き
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
者
は
，
更
に
手
形
を
裏
書
き
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
第
一
一
条
に
一
致
）
。

第
一
五
条
　
裏
書
は
、
手
形
金
額
の
全
額
に
つ
い
て
、
純
粋
、
か
つ
単
純

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裏
書
に
付
し
た
付
帯
的
な
条
件
は
記
載
さ
れ

　
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
一
部
の
裏
書
は
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

　
　
持
参
人
払
の
裏
書
は
、
白
地
式
裏
書
（
㊦
＆
§
雪
三
導
8
）
に
準
ず

　
る
。

　
　
（
訳
注
。
日
本
法
、
統
一
法
の
第
一
二
条
に
一
致
）
。

第
一
六
条
　
裏
書
は
、
手
形
ま
た
は
そ
の
補
箋
上
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
裏

　
書
人
（
。
区
。
審
蕊
Φ
）
に
よ
り
署
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
被
裏
書
人
（
Φ
包
。
聾
畳
。
）
の
指
定
の
な
い
裏
書
ま
た
は
単
に
裏
書
人

　
の
署
名
し
か
な
い
裏
書
は
、
白
地
式
裏
書
で
あ
る
。
こ
の
後
の
場
合
に

　
お
い
て
裏
書
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
手
形
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
な

　
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
＝
一
一
条
と
概
ね
同
文
。
僅
か
に
末
段
の
「
手

　
形
の
裏
面
に
」
が
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
＝
二
条
で
は
、
「
手
形
の
裏
面
又

　
は
補
箋
」
と
い
う
選
択
を
認
め
て
い
る
程
度
の
相
違
が
あ
る
）
。

第
一
七
条
　
裏
書
は
、
為
替
手
形
よ
り
生
ず
る
一
切
の
権
利
を
移
譲
す
る
。

　
裏
書
が
白
地
式
で
あ
る
と
き
は
、
所
持
人
は
、

　
一
、
自
己
の
名
称
ま
た
は
他
人
の
名
称
を
も
っ
て
白
地
を
補
充
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
二
．
白
地
式
に
よ
り
、
ま
た
は
特
定
の
被
裏
書
人
を
表
示
し
て
更
に
手

　
　
形
を
裏
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
、
白
地
を
補
充
せ
ず
、
か
つ
裏
書
も
な
さ
ず
に
手
形
を
第
三
者
に
譲

　
　
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
第
一
四
条
に
一
致
）
。

第
一
八
条
　
裏
書
人
は
、
反
対
の
文
言
が
な
い
限
り
、
爾
後
の
所
持
人
に

　
対
し
引
受
お
よ
び
支
払
を
担
保
す
る
。

　
　
裏
書
人
は
新
た
な
裏
書
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
は
、
そ
の
裏
書
人
は
爾
後
の
被
裏
書
人
に
対
し
て
は
担
保
の
責
任

　
を
負
わ
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
第
一
五
条
に
一
致
）
。

第
一
九
条
　
為
替
手
形
の
占
有
者
が
裏
書
の
連
続
に
よ
り
そ
の
権
利
を
証

　
明
す
る
と
き
は
適
法
な
所
持
人
と
み
な
さ
れ
る
。
最
後
の
裏
書
が
白
地

　
式
で
あ
る
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
．
抹
消
さ
れ
た
裏
書
は
、
こ
の
関

　
係
に
お
い
て
は
、
記
載
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
．
白
地
式
裏

書
に
次
い
で
他
の
裏
書
が
あ
る
場
合
は
、
後
者
の
署
名
老
は
白
地
式
裏
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書
に
よ
り
手
形
を
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
．

　
事
由
の
何
た
る
か
を
問
わ
ず
、
為
替
手
形
の
占
有
を
失
っ
た
者
が
あ

る
場
合
に
は
、
所
持
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
利
を
証
明
す
る

と
き
は
、
善
意
で
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
手
形
を
返
還
す

る
義
務
を
負
わ
な
い
。

　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
六
条
と
概
ね
同
文
だ
が
、
同
条
第
二
項
末

尾
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
の
但
し
書
を
割
愛
し
、

善
意
で
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
と
い
う
文
言
に
替
え
た
点
が
異
な
る
）
。

第
二
〇
条
　
為
替
手
形
に
よ
り
請
求
を
受
け
た
者
は
、
振
出
人
ま
た
は
先

　
行
す
る
所
持
人
と
の
人
的
関
係
に
も
と
づ
く
抗
弁
を
も
っ
て
所
持
人
に

　
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
所
持
人
が
債
務
者
を
害
す
る
こ

　
と
を
知
り
な
が
ら
手
形
を
取
得
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
七
条
に
一
致
）
．

第
二
一
条
　
裏
書
に
「
回
収
の
為
」
「
取
立
の
為
」
「
代
理
の
為
」
そ
の
他

　
単
な
る
委
任
を
示
す
文
言
が
あ
る
と
き
は
、
所
持
人
は
為
替
手
形
よ
り

　
生
ず
る
一
切
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
所
持
人
は

　
取
立
委
任
の
た
め
に
し
か
裏
書
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
は
、
裏
書
人
に
対
抗
し
う
る
抗
弁

　
の
み
を
所
持
人
に
対
し
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
代
理
の
為
の
裏
書
に
よ
る
委
任
は
、
委
任
者
の
死
亡
ま
た
は
そ
の
者

　
が
無
能
力
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
了
し
な
い
。

　
　
（
訳
注
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
八
条
に
一
致
）
。

第
一
閣
二
条
　
裏
書
に
「
担
保
の
為
」
「
質
入
の
為
」
そ
の
他
担
保
の
設
定

　
を
示
す
文
言
が
あ
る
と
き
は
、
所
持
人
は
為
替
手
形
よ
り
生
ず
る
一
切

　
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
所
持
人
が
行
う
裏
書
は

　
取
立
委
任
の
為
の
裏
書
と
し
て
の
効
果
の
み
を
有
す
る
．

　
　
債
務
者
は
、
こ
の
手
形
を
担
保
と
し
て
引
渡
し
た
裏
書
人
と
の
人
的

　
関
係
に
基
づ
く
抗
弁
を
も
っ
て
担
保
ま
た
は
質
権
設
定
の
た
め
手
形
を

　
受
領
し
た
所
持
人
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
所
持
人
が

　
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
手
形
を
取
得
し
た
と
き
は
こ
の

　
限
り
で
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
九
条
と
概
ね
同
文
だ
が
、
こ
の
場
合
の
裏

　
書
人
お
よ
び
所
持
人
に
係
わ
る
表
現
に
若
干
相
違
が
あ
る
）
。

第
国
≡
条
　
満
期
後
の
裏
書
は
満
期
前
の
裏
書
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

　
が
、
引
受
人
は
こ
れ
を
な
し
得
な
い
。
但
し
、
不
払
い
に
よ
る
支
払
拒

　
絶
証
書
も
し
く
は
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
宣
言
の
作
成
後
ま
た

　
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後
な
さ
れ
た
裏
書
は
、
指
名
債
権
の

　
譲
渡
（
§
一
曾
。
昌
召
藍
）
以
上
の
効
果
を
も
ち
得
な
い
。

　
　
目
付
の
記
載
の
な
い
裏
書
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
支
払
拒
絶
証
書

　
作
成
期
間
経
過
前
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
〇
条
と
概
ね
同
文
だ
が
、
引
受
人
に
よ
る

　
満
期
後
の
裏
書
禁
止
、
支
払
拒
絶
一
証
書
の
ほ
か
に
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す

　
る
宣
言
を
加
え
た
箇
所
が
異
な
る
）
。

第
二
四
条
　
手
形
の
指
名
債
権
譲
渡
は
、
商
法
第
三
四
七
条
お
よ
び
三
四

　
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
条
件
に
基
い
て
、
譲
受
人
（
。
邑
目
彗
。
）
に

　
譲
渡
人
（
8
号
導
。
）
の
す
べ
て
の
権
利
が
移
転
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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譲
受
人
は
、
手
形
の
譲
渡
を
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
。
裏
書
以
外
の

他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
手
形
の
移
転
に
も
同
じ
効
力
が
発
生
す
る
。

　
（
訳
注
、
統
一
法
、
日
本
法
の
い
ず
れ
に
も
該
当
条
文
は
な
い
。
旧
法
第
四
六

六
条
第
二
項
が
手
形
の
指
名
債
権
譲
渡
に
関
す
る
一
応
の
規
定
が
あ
っ
た
）
。

第
三
章
引
受

第
二
五
条
　
為
替
手
形
の
所
持
人
ま
た
は
単
な
る
占
有
者
は
、
満
期
に
至

　
る
ま
で
、
引
受
（
碧
。
茗
畳
曾
）
の
為
、
支
払
人
に
そ
の
住
所
に
お
い
て

為
替
手
形
を
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
一
条
に
一
致
）
。

第
二
六
条
　
振
出
人
は
、
為
替
手
形
に
呈
示
期
間
を
定
め
て
．
ま
た
は
定

　
め
ず
に
、
引
受
の
呈
示
を
す
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
振
出
人
は
、
手
形
に
そ
の
引
受
の
為
の
呈
示
（
箕
霧
暮
鐘
曾
）
を
禁

ず
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
但
し
、
手
形
が
第
三
者
方
で
、

　
も
し
く
は
支
払
人
の
住
所
地
で
な
い
地
で
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と

　
き
に
は
、
ま
た
は
一
覧
後
定
期
払
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

　
い
。

　
　
振
出
人
は
、
引
受
呈
示
を
一
定
の
期
日
前
に
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を

　
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
各
裏
書
人
は
、
期
間
を
定
め
て
、
ま
た
は
定
め
ず
に
、
引
受
の
為
、

　
手
形
を
呈
示
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

　
振
出
人
が
引
受
の
為
の
呈
示
を
禁
じ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

　
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
一
三
条
に
一
致
）
。

第
二
七
条
　
一
覧
後
定
期
払
の
為
替
手
形
は
．
そ
の
日
付
か
ら
一
年
以
内

　
に
引
受
の
為
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
振
出
人
は
．
こ
の
期
問
を
短
縮
し
、
ま
た
は
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
裏
書
人
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
二
三
条
に
一
致
す
る
が
、
同
条
の
二
項
と
三

　
項
を
二
項
に
合
併
し
た
構
成
が
異
な
る
）
。

第
二
八
条
支
払
人
は
、
第
一
の
呈
示
の
翌
日
に
第
二
の
呈
示
を
行
う
よ

　
う
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
遡
求
途
上
の
義
務
者
は
、
こ
の
よ
う

　
な
呈
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
。
但
し
、
こ
の
請

　
求
が
拒
絶
証
書
（
冒
。
奮
ε
）
ま
た
は
支
払
人
の
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を

　
有
す
る
宣
言
（
q
8
苺
豊
曾
β
三
く
幕
暮
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き

　
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
所
持
人
は
、
引
受
の
為
に
呈
示
し
た
手
形
を
支
払
人
に
交
付
す
る
義

　
務
を
負
わ
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
四
条
に
概
ね
一
致
。
第
一
項
の
後
半
の
表

　
現
が
や
や
異
な
る
）
。

第
二
九
条
　
引
受
は
為
替
手
形
に
記
載
さ
れ
る
。
「
引
受
器
8
ε
」
そ
の

　
他
こ
れ
に
同
一
の
意
義
を
有
す
る
文
字
を
も
っ
て
表
示
し
、
支
払
人
が

　
署
名
す
る
。
手
形
の
表
面
に
な
さ
れ
た
単
な
る
署
名
は
引
受
に
相
当
す

　
る
。

　
　
一
覧
後
定
期
払
の
手
形
ま
た
は
特
別
の
記
載
に
従
い
一
定
の
期
間
内
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に
引
受
の
為
の
呈
示
を
な
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
手
形
の
場
合
は
、
所

持
人
が
呈
示
の
日
の
日
付
を
確
定
す
る
よ
う
請
求
し
た
場
合
を
除
き
、

　
引
受
に
は
こ
れ
を
行
な
っ
た
日
の
日
付
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
日
付
の
記
載
が
な
い
と
ぎ
は
、
所
持
人
は
裏
書
人
お
よ
び
振
出
人
に
対

　
す
る
権
利
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
適
法
の
時
期
に
作
ら
し
め
た
拒
絶

　
証
書
に
よ
り
そ
の
記
載
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
五
条
に
一
致
）
。

第
三
〇
条
　
引
受
は
単
純
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
支
払
人
は
、

　
引
受
を
手
形
金
額
の
一
部
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
引
受
に
よ
り
為
替
手
形
の
記
載
事
項
に
加
え
た
そ
の
他
の
変
更
は
す

　
ぺ
て
引
受
の
拒
絶
に
相
当
す
る
．
但
し
、
引
受
人
は
そ
の
引
受
の
文
言

　
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
六
条
に
一
致
）
。

第
三
一
条
　
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
支
払
人
に
対
し
て
振
出
さ
れ
た
為

　
替
手
形
は
、
明
ら
か
な
反
対
の
記
載
が
な
い
限
り
、
そ
の
い
づ
れ
に
対

　
し
て
も
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
そ
の
一
人
の
支
払
人
の
引
受
拒
絶

　
に
よ
り
、
所
持
人
は
第
五
〇
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
遡
求
権
を
行
使
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
、
旧
法
の
い
ず
れ
に
も
該
当
条
文
の
な
い
固
有
条

　
文
）

第
三
二
条
　
振
出
人
が
支
払
人
の
住
所
地
と
異
な
る
支
払
地
を
為
替
手
形

　
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
者
方
で
支
払
を
行
う
べ
き
で
あ
る

　
旨
を
定
め
て
い
な
い
と
き
は
．
支
払
人
は
引
受
を
す
る
に
当
り
、
そ
の

第
三
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
定
め
が
な
い
と
き
は
．
引
受

　
人
は
、
支
払
地
に
お
い
て
自
ら
支
払
を
す
る
義
務
を
負
っ
た
も
の
と
み

　
な
さ
れ
る
。

　
　
手
形
が
引
受
人
の
住
所
で
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
支
払

　
人
は
引
受
に
あ
た
り
そ
の
地
に
お
け
る
そ
の
他
の
支
払
の
場
所
を
定
め

　
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
場
合
は
そ
の
支
払
の
請
求
を
受
け
る
べ
き
者

　
を
指
定
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
七
条
と
概
ね
同
文
だ
が
．
第
二
項
の
「
こ

　
の
場
合
は
…
」
以
降
が
異
な
る
）
。

第
三
三
条
　
支
払
人
は
、
引
受
に
よ
り
満
期
に
お
い
て
為
替
手
形
の
支
払

　
を
す
る
義
務
を
負
う
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
八
条
第
一
項
に
一
致
。
第
二
項
に
相
当
す

　
る
規
定
は
な
い
）
。

第
三
四
条
支
払
人
が
為
替
手
形
を
引
受
の
た
め
受
領
し
．
引
受
を
記
載

　
し
た
が
、
そ
の
手
形
の
返
還
前
に
引
受
を
抹
消
ま
た
は
取
消
し
た
と
き

　
は
、
そ
の
手
形
は
引
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
．
反
証

　
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
抹
消
は
支
払
人
に
よ
り
証
券
の
返
還
以
前
に

　
な
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
払
人
が
書
面
に
よ
り
所
持
人
ま
た

　
は
手
形
に
署
名
し
た
者
に
引
受
の
通
知
を
行
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら

　
の
者
に
対
し
て
引
受
の
文
言
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
二
九
条
に
概
ね
一
致
）
。
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第
四
章
保
証

第
三
五
条
　
手
形
の
支
払
は
、
そ
の
金
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
き
、

　
保
証
（
累
色
に
よ
り
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
保
証
は
、
第
三
者
ま
た
は
手
形
に
署
名
し
た
者
も
ま
た
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
保
証
は
．
保
証
時
に
被
保
証
人
（
奨
”
一
＆
。
）
が
そ
の
手
形
債
務
の
支

　
払
を
し
て
い
な
い
限
り
、
満
期
後
で
も
手
形
の
支
払
拒
絶
の
後
で
も
な

　
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
第
三
項
を
除
き
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
〇
条
に
一
致
）
。

第
三
六
条
　
保
証
は
、
為
替
手
形
ま
た
は
補
箋
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
保
証
（
℃
黛
袈
琶
」
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
語
義
の
文
字
を
も
っ
て

表
示
さ
れ
．
か
つ
保
証
人
（
ミ
毘
舞
）
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
も
の
と

　
す
る
。

　
　
為
替
手
形
の
表
面
に
な
さ
れ
た
単
な
る
署
名
は
保
証
と
み
な
さ
れ
る
。

　
但
し
、
支
払
人
ま
た
は
振
出
人
の
署
名
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
保
証
に
は
何
び
と
の
為
に
保
証
す
る
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
こ
の
表
示
が
な
い
と
ぎ
は
、
引
受
人
が
被
保
証
人
と
み
な
さ
れ
、

引
受
人
を
欠
く
と
ぎ
に
は
、
振
出
人
が
被
保
証
人
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
別
紙
に
な
さ
れ
た
保
証
は
手
形
上
の
効
力
を
生
じ
な
い
．

　
　
（
訳
注
。
第
四
項
を
除
き
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
＝
＝
条
と
概
ね
同
文
。
第

　
四
項
は
．
統
一
法
の
第
二
付
属
書
第
四
条
に
よ
っ
て
加
盟
国
に
認
め
ら
れ
て
い

　
る
別
紙
に
よ
る
保
証
の
例
外
措
置
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
）
。

第
三
七
条
　
保
証
人
ば
被
保
証
人
と
同
一
の
責
任
を
負
い
、
か
つ
被
保
証

　
人
の
人
的
抗
弁
（
霞
8
冨
目
畠
葬
8
塁
一
①
・
）
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と

　
は
で
き
な
い
。
保
証
は
、
そ
の
担
保
し
た
債
務
が
、
方
式
の
理
疵
を
除

　
き
、
他
の
い
か
な
る
事
由
に
よ
り
無
効
に
な
っ
た
と
き
と
難
も
、
有
効

　
で
あ
る
。

　
　
保
証
人
が
為
替
手
形
を
支
払
っ
た
と
ぎ
に
は
、
被
保
証
人
お
よ
び
被

　
保
証
人
の
為
替
手
形
上
の
債
務
者
に
対
し
て
為
替
手
形
よ
り
生
じ
る
権

　
利
を
取
得
す
る
。

　
　
（
訳
注
。
第
一
項
の
被
保
証
人
の
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
旨
の
文
言
を
除
き
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
三
二
条
と
同
趣
旨
）
。

　
　
　
　
第
五
章
　
満
　
期

第
三
八
条
　
為
替
手
形
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
し
て
振
出
す
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
一
、
確
定
目
払

　
二
、
日
付
後
定
期
払

　
三
、
一
覧
払

　
四
、
一
覧
後
定
期
払

　
　
前
項
以
外
の
満
期
ま
た
は
分
割
払
の
為
替
手
形
は
無
効
で
あ
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
三
条
に
一
致
。
第
一
項
の
号
の
配
列
が
異

　
な
る
の
み
）
。

第
三
九
条
　
一
覧
払
為
替
手
形
は
、
呈
示
の
あ
っ
た
時
に
支
払
わ
ら
れ
る
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も
の
と
す
る
。
こ
の
手
形
は
そ
の
日
付
よ
り
一
年
以
内
に
支
払
の
た
め

　
呈
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
振
出
人
は
そ
の
期
間
を
短
縮
ま
た
は
伸
長

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裏
書
人
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
振
出
人
は
、
一
定
の
期
日
前
は
支
払
の
た
め
に
呈
示
し
て
は
な
ら
な

　
い
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
呈
示
の
た
め
の
期
間
は

　
そ
の
期
日
よ
り
起
算
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
第
三
四
条
に
一
致
）
。

第
四
〇
条
　
一
覧
後
定
期
払
の
為
替
手
形
の
満
期
は
、
そ
の
引
受
の
日
付

　
ま
た
は
拒
絶
証
書
も
し
く
は
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
宣
言
の
作

　
成
目
付
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

　
　
拒
絶
証
書
が
な
い
と
き
、
日
付
の
な
い
引
受
は
す
べ
て
、
引
受
人
に

　
関
す
る
限
り
、
引
受
の
た
め
の
呈
示
期
間
の
末
日
に
な
し
た
も
の
と
み

　
な
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
第
一
項
の
「
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
宣
言
」
と
い
う
文
言
を

　
除
き
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
五
条
に
一
致
）
。

第
四
【
条
　
日
付
後
ま
た
は
一
覧
後
一
月
ま
た
は
数
か
月
払
の
為
替
手
形

　
に
お
け
る
満
期
は
、
応
当
の
日
付
か
ら
目
付
ま
で
の
何
か
月
を
計
算
し

　
て
決
め
ら
れ
る
。
満
期
の
月
に
お
い
て
起
算
日
に
応
当
す
る
日
の
無
い

　
場
合
は
、
そ
の
月
の
末
日
を
も
っ
て
満
期
と
す
る
。

　
　
期
問
の
計
算
に
は
、
休
日
（
巨
象
器
ぎ
募
竃
旦
を
除
外
し
な
い
が
、

　
こ
れ
に
次
ぐ
第
一
の
取
引
日
を
満
期
と
す
る
．

　
　
（
訳
注
。
第
一
項
は
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
六
条
第
一
項
と
ほ
ぽ
同
趣
旨
だ

　
が
、
む
し
ろ
旧
法
第
四
五
四
条
第
一
項
第
二
項
の
継
承
。
第
二
項
は
、
満
期
日

　
が
祭
日
の
場
合
は
前
目
を
満
期
と
定
め
た
旧
法
第
四
五
五
条
第
二
項
と
対
照
的
。

　
統
回
法
、
日
本
法
の
第
三
六
条
第
二
項
～
第
五
項
の
該
当
規
定
は
な
い
）
。

第
四
二
条
　
振
出
地
と
暦
を
異
に
す
る
地
に
お
い
て
確
定
日
に
支
払
わ
れ

　
る
ぺ
き
為
替
手
形
に
つ
い
て
は
、
満
期
の
日
は
支
払
地
の
暦
に
よ
り
定

　
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
　
暦
を
異
に
す
る
二
地
の
間
で
振
出
さ
れ
た
為
替
手
形
が
日
付
後
定
期

　
払
で
あ
る
と
き
は
、
振
出
の
目
を
支
払
地
の
暦
の
応
当
目
に
換
え
、
こ

　
れ
に
よ
っ
て
満
期
が
定
め
ら
れ
る
．
同
じ
規
則
は
為
替
手
形
の
呈
示
に

　
も
準
用
さ
れ
る
．

　
　
前
二
項
の
規
定
は
、
為
替
手
形
の
記
載
よ
り
別
の
規
定
に
準
拠
す
る

　
振
出
人
の
意
思
を
知
り
得
る
と
き
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
七
条
と
同
趣
旨
）
。

第
六
章
　
支
　
払

第
四
三
条
　
確
定
目
払
、
目
付
後
定
期
払
ま
た
は
一
覧
後
定
期
払
の
為
替

手
形
の
所
持
人
は
、
満
期
目
ま
た
は
こ
れ
に
次
ぐ
二
取
引
目
以
内
に
支

　
払
の
た
め
為
替
手
形
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
信
用
機
関
（
穿
琶
＆
号
9
婁
8
）
に
開
設
さ
れ
た
口
座
を
通
じ
支

払
わ
れ
る
為
替
手
形
の
場
合
は
、
手
形
交
換
所
ま
た
は
交
換
組
織
に
お

け
る
呈
示
が
支
払
の
た
め
の
呈
示
と
同
じ
効
力
を
も
つ
。

　
　
為
替
手
形
が
信
用
機
関
に
所
持
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
支
払
の
指
図

を
明
示
す
る
た
め
に
、
充
分
に
満
期
日
以
前
に
、
手
形
の
同
一
性
確
認
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（
芽
β
ま
8
。
凶
9
）
に
必
要
な
す
ぺ
て
の
項
目
を
記
載
し
た
通
知
書
を
支

　
払
人
に
送
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
支
払
呈
示
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
（
訳
注
。
第
一
項
、
第
二
項
は
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
八
条
の
第
一
項
、

　
第
二
項
と
同
趣
旨
。
第
三
項
は
本
法
独
自
の
規
定
）
。

第
四
四
条
　
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
支
払
人
に
対
し
て
振
出
さ
れ
た
手

　
形
は
、
満
期
日
に
引
受
人
に
対
し
そ
の
い
ず
れ
か
が
支
払
う
よ
う
呈
示

　
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
形
が
引
受
人
を
欠
く
場
合
に
は
、
支
払

　
人
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
数
名
の
引
受
人
の
特
定
さ
れ
た
支
払
場
所
が
別
箇
の
地
に
所
在
し
て

　
い
る
と
き
に
、
前
条
に
定
め
ら
れ
た
条
件
に
従
い
、
そ
の
う
ち
の
一
人

　
の
引
受
人
に
対
し
満
期
日
に
呈
示
さ
れ
た
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
時
は
、

　
八
取
引
目
（
。
魯
。
象
器
ま
巨
邑
以
内
に
次
々
と
各
引
受
人
に
対
し
呈

　
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
す
べ
て
の
引
受
人
の
手
形
の
支
払
拒
絶
ま
た
は
引
受
け
ら
れ
な
か
っ

　
た
と
き
の
支
払
人
の
一
人
に
よ
る
支
払
拒
絶
は
、
手
形
が
不
渡
に
な
っ

　
た
場
合
に
本
法
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
請
求
権
（
舘
。
言
邑
を
所
持
人

　
が
行
使
す
る
の
に
十
分
な
も
の
と
な
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
ま
た
は
旧
法
に
も
該
当
条
文
の
な
い
固
有
条
文
）
。

第
四
五
条
　
支
払
人
は
、
為
替
手
形
の
支
払
に
あ
た
り
、
所
持
人
に
手
形

　
に
受
取
を
証
す
る
記
載
を
行
な
っ
て
交
付
す
る
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
但
し
、
所
持
人
が
信
用
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り

　
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
信
用
機
関
は
、
振
出
人
と
支
払
人
と
の

　
間
に
反
対
の
約
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
為
替
手
形
の
正
本
の
交
付
に

　
替
え
て
、
十
分
に
手
形
と
の
同
一
性
を
保
証
で
き
る
支
払
を
立
証
す
る

　
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
類
は
支
払
人
が
い
か
な
る

　
手
形
債
権
者
に
も
対
抗
で
き
る
手
形
上
の
完
全
な
効
力
を
有
し
、
か
つ

　
手
形
の
正
本
を
所
持
す
る
信
用
機
関
は
支
払
人
に
対
し
て
も
そ
の
他
手

　
形
債
務
者
に
対
し
て
も
再
び
手
形
の
支
払
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生

　
じ
う
る
一
切
の
損
害
に
つ
い
て
担
保
す
る
。
手
形
の
満
期
到
来
後
、
手

　
形
ま
た
は
本
条
に
定
め
る
支
払
立
証
書
類
を
支
払
人
ま
た
は
支
払
場
所

　
の
第
三
者
が
所
持
し
て
い
る
と
ぎ
は
支
払
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
所
持
人
は
、
一
部
の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
．

　
　
一
部
支
払
の
場
合
、
支
払
人
は
そ
の
支
払
が
あ
っ
た
旨
の
手
形
上
の

　
記
載
お
よ
び
受
取
証
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
第
一
項
の
但
し
書
を
除
ぎ
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
三
九
条
に
一

　
致
）
。

第
四
六
条
　
為
替
手
形
の
所
持
人
は
、
そ
の
満
期
前
に
支
払
を
受
け
る
こ

　
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

　
　
満
期
前
に
支
払
を
す
る
支
払
人
は
、
自
己
の
計
算
と
危
険
に
お
い
て

　
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
満
期
に
お
い
て
支
払
を
す
る
者
は
、
所
持
人
を
鑑
定
す
る
に
あ
た
り

　
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
無
い
限
り
、
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
、

　
こ
の
者
は
、
裏
書
の
連
続
の
整
否
を
調
査
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
裏
書

　
人
の
署
名
が
真
正
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
す
る
義
務
は
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
四
〇
条
と
同
趣
旨
）
。

第
四
七
条
　
公
的
相
場
を
認
め
ら
れ
た
交
換
可
能
外
貨
建
で
振
出
さ
れ
た
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為
替
手
形
の
支
払
は
、
当
該
外
貨
に
お
け
る
支
払
の
義
務
が
為
替
管
理

　
法
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

限
り
、
そ
の
約
定
外
貨
に
よ
り
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
債
務
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
事
由
に
よ
り
約
定
外
貨
に
よ
る
支
払
の

実
行
が
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
は
為
替
手
形
に
表
示
さ
れ
た

外
貨
額
の
ペ
セ
ー
タ
相
当
額
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
相
当
額
は

　
満
期
日
に
お
け
る
為
替
売
相
場
に
よ
り
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
延
滞

　
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
持
人
は
、
手
形
の
金
額
が
所
持
人
の
選
択
す

　
る
満
期
目
ま
た
は
支
払
日
の
相
場
の
い
ず
れ
か
で
換
算
さ
れ
る
額
で
支

　
払
う
よ
う
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
為
替
手
形
の
金
額
が
、
振
出
国
と
支
払
国
に
お
い
て
同
名
異
価
の
通

貨
で
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
表
示
さ
れ
た
通
貨
は
支
払
地
の
そ
れ
で

　
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
第
三
項
は
、
統
一
法
と
日
本
法
の
第
四
一
条
第
四
項
に
一
致
。
第
一

　
項
も
同
趣
旨
だ
が
、
ス
ペ
イ
ン
為
替
管
理
法
と
の
関
連
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
点

　
が
相
違
）
。

第
四
八
条
第
四
三
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
為
替
手
形
の
支
払
の
た
め

　
の
呈
示
が
な
い
と
き
は
、
各
債
務
者
は
所
持
人
の
費
用
と
危
険
に
お
い

　
て
手
形
金
額
を
信
用
機
関
、
公
証
人
（
客
9
畳
。
）
ま
た
は
証
券
取
引
仲

　
介
人
（
＞
鵯
暮
①
馨
島
＆
自
8
一
邑
器
。
）
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
と
日
本
法
の
第
四
二
条
と
同
趣
旨
）
。

第
七
章
引
受
拒
絶
ま
た
は
支
払
拒
絶
に
よ
る
請
求
権

第
四
九
条
　
手
形
上
の
請
求
権
（
き
。
一
曾
S
喜
昼
ユ
費
）
は
、
引
受
人
ま
た

　
は
そ
の
保
証
人
に
対
し
て
は
直
接
請
求
権
（
8
。
一
9
）
で
あ
り
、
そ
の
他

　
の
す
べ
て
の
債
務
者
に
対
し
て
は
遡
求
権
（
3
鷺
§
）
で
あ
る
．

　
　
支
払
拒
絶
の
場
合
、
所
持
人
は
、
自
ら
振
出
人
で
あ
る
場
合
も
、
引

　
受
人
お
よ
び
そ
の
保
証
人
に
対
し
て
、
拒
絶
証
書
を
作
成
す
る
必
要
な

　
し
に
、
第
五
八
条
、
第
五
九
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
請
求
す
る

　
が
た
め
に
、
通
常
訴
訟
、
執
行
訴
訟
の
い
ず
れ
の
経
路
に
よ
っ
て
も
、

　
為
替
手
形
よ
り
生
ず
る
直
接
請
求
権
を
有
す
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
該
当
条
文
は
な
く
、
直
接
請
求
権
と
遡
求
権
を

　
分
類
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
の
あ
る
固
有
条
文
）
。

第
五
〇
条
　
満
期
に
お
い
て
支
払
の
な
い
と
き
は
、
所
持
人
は
、
裏
書
人
、

　
振
出
人
お
よ
び
そ
の
他
の
債
務
者
に
対
し
て
遡
求
権
を
行
使
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
次
の
場
合
に
お
い
て
は
満
期
前
で
も
遡
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
a
．
引
受
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き

　
　
b
．
引
受
人
で
あ
る
、
も
し
く
は
引
受
人
で
は
な
い
支
払
人
が
、
支

　
払
停
止
（
警
呂
。
琶
9
号
冨
磐
㎝
）
、
破
産
（
ρ
募
耳
9
）
も
し
く
は
債
権
者

　
集
会
（
8
鷺
弩
ω
。
）
の
よ
う
な
状
態
ま
た
は
そ
の
財
産
の
差
押
え
が
功
を

　
奏
さ
な
い
場
合

　
　
c
．
引
受
の
た
め
の
呈
示
を
禁
じ
ら
れ
た
手
形
の
支
払
人
が
支
払
停
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止
．
破
産
、
ま
た
は
債
権
者
集
会
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
場
合

　
b
号
お
よ
び
c
号
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
．
請
求
を
受
け
た
者
は

裁
判
官
よ
り
支
払
猶
予
期
間
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
期
間
は

手
形
の
満
期
目
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
訳
注
。
第
二
項
を
除
き
、
統
一
法
、
日
本
法
の
第
四
三
条
と
同
趣
旨
。
第
二

項
は
統
一
法
の
第
二
付
属
書
第
一
〇
条
、
第
一
一
条
の
留
保
事
項
を
利
用
し
た

も
の
）
。

第
五
一
条
　
引
受
ま
た
は
支
払
の
拒
絶
は
、
本
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

　
い
作
成
さ
れ
る
拒
絶
証
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
支
払
人
が
引
受
ま
た
は
支
払
を
拒
絶
す
る
旨
の
宣
言
を
手
形
の
券
面

　
に
記
載
し
、
署
名
し
．
日
付
を
付
し
た
場
合
に
は
、
拒
絶
証
書
と
す
べ

　
て
同
一
の
効
力
を
生
ず
る
。
同
じ
要
件
を
満
た
し
た
支
払
場
所
を
指
定

　
さ
れ
た
者
（
3
巨
亀
竃
。
）
の
宣
一
言
・
、
支
払
拒
絶
に
か
か
わ
る
手
形
交
換

　
所
（
鼠
舅
貰
即
号
O
。
暮
。
霧
畳
曾
）
の
宣
言
も
同
一
の
効
力
を
生
ず
る
．

但
し
、
振
出
人
が
手
形
の
券
面
に
公
正
証
書
に
よ
る
拒
絶
証
書
（
鷲
？

　
諺
ε
ぎ
鼠
旨
一
）
の
作
成
を
明
文
で
要
求
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は

　
な
い
。
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払
人
、
支
払
場
所
を
指
定
さ
れ

　
た
者
、
ま
た
は
手
形
交
換
所
の
宣
言
は
、
次
条
に
定
め
ら
れ
る
公
正
証

書
に
よ
る
拒
絶
証
書
作
成
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
期
間
内
に
行
な
わ
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
公
正
証
書
に
よ
る
引
受
拒
絶
証
書
は
、
引
受
の
た
め
の
呈
示
期
間
ま

　
た
は
期
間
の
末
目
に
次
ぐ
五
取
引
日
に
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
確
定
日
払
、
日
付
後
定
期
払
、
一
覧
後
定
期
払
の
為
替
手
形
の
公
正

証
書
に
よ
る
支
払
拒
絶
証
書
は
、
そ
の
為
替
手
形
の
満
期
に
次
ぐ
五
取

引
日
以
内
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
覧
払
手
形
の
場
合
、

そ
の
支
払
拒
絶
証
書
は
．
引
受
拒
絶
証
書
に
関
し
て
前
項
に
定
め
ら
れ

た
期
限
内
に
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
訳
注
。
第
二
項
を
除
き
．
統
一
法
．
日
本
法
の
第
四
四
条
（
日
本
法
は
第
四

四
条
の
三
項
の
み
統
一
法
と
些
少
な
齪
臨
が
あ
る
が
）
と
概
ね
同
趣
旨
と
い
え

る
。
第
二
項
は
統
一
法
の
第
二
付
属
書
の
第
八
条
の
留
保
事
項
を
利
用
。
第
三

項
は
第
二
付
属
書
の
第
九
条
の
留
保
事
項
を
利
用
）
。

第
五
二
条
　
手
形
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
の
宣
言
は
、
公
証
人
に
よ
り
前
条

　
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
そ
の
な
か
に
手
形
が
複
写
ま
た
は
複
製
さ

　
れ
る
証
書
（
8
言
）
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。

　
　
公
証
人
は
、
拒
絶
証
書
作
成
に
次
ぐ
二
取
引
日
以
内
に
、
通
常
の
紙

　
に
公
証
人
の
姓
名
、
役
場
の
住
所
を
記
載
し
た
通
知
証
書
（
。
ひ
身
ε
を

　
通
じ
て
支
払
人
に
そ
の
拒
絶
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
通
知
証
書
に

　
は
手
形
の
複
写
ま
た
は
複
製
が
な
さ
れ
、
か
つ
支
払
人
が
、
場
合
に
よ

　
っ
て
は
、
手
形
の
引
受
ま
た
は
支
払
を
す
る
た
め
に
、
ま
た
は
拒
絶
に

　
関
す
る
適
切
な
申
立
て
を
す
る
た
め
に
、
公
証
役
場
に
寄
託
さ
れ
て
い

　
る
手
形
の
原
本
を
吟
味
す
る
た
め
の
期
問
を
第
五
三
条
に
基
づ
い
て
、

支
払
人
に
対
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
．

　
　
通
知
証
書
は
、
公
証
人
ま
た
は
そ
の
指
定
す
る
者
に
よ
っ
て
、
支
払

　
人
、
そ
の
従
業
員
も
し
く
は
親
族
ま
た
は
当
該
住
所
に
い
る
誰
か
に
対

　
し
て
手
渡
さ
れ
る
も
の
と
す
る
．
当
該
住
所
に
誰
も
い
な
い
場
合
に
は
、
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当
該
住
所
の
隣
人
の
い
ず
れ
か
に
手
渡
せ
ば
有
効
と
み
な
さ
れ
る
．
通

　
知
証
書
の
受
取
拒
否
は
通
知
の
効
力
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
い
．
こ
れ
ら

　
の
こ
と
す
べ
て
は
、
証
明
手
続
（
自
蒔
。
ぎ
ε
と
し
て
拒
絶
証
書
に
記

　
載
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
信
用
機
関
は
、
二
取
引
日
以
内
に
、
信
用
機
関
を
支
払
場
所
と
L
て

指
定
し
て
い
る
為
替
手
形
の
支
払
拒
絶
に
伴
う
拒
絶
証
書
の
通
知
証
書

　
を
支
払
人
に
送
付
す
る
義
務
を
有
す
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
は
該
当
条
文
が
な
い
が
、
旧
法
第
五
〇
四
条
に

　
類
似
）
。

第
五
三
条
　
通
知
を
し
た
時
間
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
公
証
人
は
、
通
知

　
目
に
次
ぐ
第
二
取
引
日
の
一
四
時
ま
で
当
該
手
形
お
よ
び
拒
絶
証
書
謄

　
本
を
所
持
人
に
交
付
せ
ず
自
ら
保
持
す
る
．
こ
の
時
間
中
お
よ
び
公
証

　
役
場
の
執
務
時
間
中
に
手
形
関
係
者
は
公
証
役
場
で
当
該
手
形
を
吟
味

　
し
、
か
つ
拒
絶
証
書
に
関
し
て
適
切
な
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
拒
絶
証
書
が
支
払
拒
絶
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
支
払
人
が
手
形

　
の
金
額
お
よ
び
拒
絶
証
書
作
成
費
用
を
支
払
う
た
め
に
こ
の
期
間
中
に

　
出
頭
し
た
と
き
は
、
公
証
人
は
そ
の
支
払
を
受
理
し
、
履
行
の
証
明
と

　
し
て
支
払
が
な
さ
れ
か
つ
拒
絶
証
書
が
取
消
さ
れ
た
旨
を
当
該
手
形
お

　
よ
び
証
書
に
記
載
し
た
上
、
当
該
手
形
を
支
払
人
に
引
渡
す
。

　
　
同
様
に
、
拒
絶
証
書
が
引
受
拒
絶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
引
受
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
取
消
が
証
書
に
記
載
さ
れ
る
．

　
　
本
条
第
一
項
に
定
め
る
期
問
経
過
後
五
日
以
内
に
、
所
持
人
よ
り
要

　
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
証
人
は
、
所
持
人
に
当
該
手
形
お
よ
び
拒
絶

証
書
の
謄
本
を
返
戻
す
る
も
の
と
す
る
．
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
所
持

　
人
は
第
一
項
の
期
問
経
過
後
直
ち
に
当
該
手
形
お
よ
び
拒
絶
証
書
謄
本

　
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
該
当
条
文
が
な
い
が
、
旧
法
第
五
〇
六
条
に
類

　
似
）
。

第
五
四
条
　
拒
絶
さ
れ
た
手
形
に
そ
の
表
示
が
記
載
さ
れ
、
ま
た
は
支
払

　
人
が
複
数
い
る
場
合
に
は
、
通
知
証
書
は
第
五
二
条
に
規
定
さ
れ
た
方

式
と
効
力
を
も
っ
て
同
一
地
に
居
住
す
る
す
ぺ
て
の
者
に
送
付
さ
れ
る
。

　
　
異
な
る
地
に
居
住
す
る
者
の
あ
る
場
合
に
は
、
拒
絶
証
書
作
成
に
次

　
ぐ
八
取
引
日
以
内
に
、
そ
の
地
に
お
い
て
拒
絶
証
書
を
再
作
成
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
該
当
条
文
な
く
、
旧
法
第
五
〇
七
条
の
そ
の
ま

　
ま
の
継
承
）
。

第
五
五
条
　
所
持
人
は
、
引
受
拒
絶
ま
た
は
支
払
拒
絶
の
あ
っ
た
こ
と
を

　
八
取
引
日
以
内
に
自
己
の
裏
書
人
お
よ
び
振
出
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
．
こ
の
期
間
は
次
の
方
式
に
よ
り
算
定
す
る
．

　
一
、
公
正
証
書
に
よ
る
拒
絶
証
書
の
場
合
は
そ
の
作
成
目
か
ら
。

　
二
、
第
五
一
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
た
宣
言
の
場
合
に
は
、
そ
の
宣
言

　
　
に
記
載
さ
れ
た
日
付
か
ら
．

　
三
、
「
無
費
用
償
還
合
零
。
冒
。
一
9
¢
汐
撃
馨
8
V
」
と
い
う
文
言
が
あ

　
　
る
場
合
に
は
手
形
の
呈
示
日
か
ら
。

裏
書
人
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
に
次
ぐ
二
取
引
日
以
内
に
．
前
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の
通
知
者
全
員
の
名
称
お
よ
び
宛
所
（
阜
①
＆
曾
）
を
示
し
て
、
自
己
の

受
け
た
通
知
を
自
己
の
裏
書
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ

義
務
は
全
裏
書
人
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
振
出
人
に
も
及
ぶ
も
の

で
あ
る
。
前
記
の
期
間
は
、
前
記
の
通
知
を
受
け
た
時
点
か
ら
進
行
す

る
。　

手
形
の
署
名
者
に
対
し
て
な
す
す
べ
て
の
通
知
は
、
同
一
期
間
内
に
．

同
時
に
保
証
人
に
対
し
て
も
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
宛
所
の

記
載
が
な
い
と
き
は
、
被
保
証
人
が
そ
の
通
知
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
裏
書
人
が
そ
の
宛
所
を
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
ま
た
は
そ
の
記

載
が
判
読
不
能
の
も
の
で
あ
る
場
合
，
そ
の
通
知
は
裏
書
人
の
直
前
の

裏
書
人
に
通
知
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

　
通
知
を
な
す
べ
き
者
は
、
単
に
為
替
手
形
を
返
戻
す
る
こ
と
も
含
め
．

い
か
な
る
方
式
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
．
但
し
、
定

め
ら
れ
た
期
間
内
に
通
知
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
通
知
が
な
さ
れ
る
書
信
が
こ
の
期
問
内
に
郵
送
に
付
さ
れ
た
場

合
に
は
こ
の
期
間
が
遵
守
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
以
上
に
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
通
知
を
し
な
か
っ
た
者
も
そ
の
直
接

請
求
権
を
留
保
す
る
．
但
し
、
そ
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害
が
あ
る

と
き
に
は
、
為
替
手
形
の
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
賠
償
の
責
任
を

負
う
も
の
と
す
る
．

　
（
訳
注
。
統
一
法
、
目
本
法
の
第
四
五
条
と
同
趣
旨
。
所
持
人
の
通
知
期
間
の

「
四
取
引
日
以
内
」
を
「
八
取
引
日
以
内
」
に
伸
長
し
て
い
る
の
が
一
特
色
）
。

第
五
六
条
　
振
出
人
、
裏
書
人
ま
た
は
保
証
人
は
、
証
券
に
記
載
し
、
か

　
つ
署
名
し
た
「
無
費
用
償
還
」
、
「
拒
絶
証
書
不
要
含
昌
箕
。
奮
ε
V
」

　
の
文
句
そ
の
他
こ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
文
言
を
証
券
に
記
載
す

　
る
こ
と
に
よ
り
、
所
持
人
に
対
し
て
そ
の
遡
求
権
を
通
常
訴
訟
ま
た
は

　
特
別
訴
訟
に
よ
り
行
使
す
る
た
め
の
引
受
拒
絶
証
書
ま
た
は
支
払
拒
絶

　
証
書
の
作
成
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
前
項
の
文
言
は
、
所
持
人
に
対
し
て
法
定
期
間
内
に
お
け
る
為
替
手

　
形
の
呈
示
お
よ
び
通
知
の
義
務
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
期
間
の

　
不
遵
守
の
証
明
は
、
所
持
人
に
対
し
て
こ
れ
を
援
用
す
る
者
の
責
任
に

　
属
す
る
。

　
　
振
出
人
が
第
一
項
の
文
言
を
記
載
し
た
と
き
は
、
一
切
の
署
名
老
に

　
対
し
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
裏
書
人
ま
た
は
保
証
人
が
こ
れ
を
記
載

　
し
た
と
き
は
、
そ
の
裏
書
人
ま
た
は
保
証
人
に
対
し
て
の
み
効
力
を
生

ず
る
。
振
出
人
が
こ
の
文
言
を
記
載
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
所
持
人
が

　
拒
絶
証
書
を
作
成
せ
し
め
た
と
ぎ
は
こ
れ
に
よ
り
生
ず
る
費
用
は
所
持

　
人
が
負
担
す
る
。
裏
書
人
ま
た
は
保
証
人
が
こ
の
文
言
を
記
載
し
た
場

　
合
に
お
い
て
拒
絶
証
書
の
作
成
が
あ
っ
た
と
き
は
一
切
の
署
名
者
に
費

　
用
の
償
還
を
請
求
で
き
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
四
六
条
と
同
趣
旨
。
第
一
項
の
「
通
常
訴
訟

　
ま
た
は
特
別
訴
訟
に
よ
り
」
と
い
う
字
句
が
異
な
る
）
。

第
五
七
条
　
為
替
手
形
の
振
出
、
引
受
．
裏
書
ま
た
は
保
証
を
行
な
っ
た

　
者
は
、
所
持
人
に
対
し
て
合
同
で
そ
の
責
任
を
負
う
．

　
　
所
持
人
は
、
前
項
の
債
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
債
務
を
負
っ
た
順
序
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に
か
か
わ
ら
ず
、
各
別
ま
た
は
共
同
に
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
．

　
　
為
替
手
形
の
署
名
者
で
こ
れ
を
受
戻
し
た
者
も
同
一
の
権
利
を
有
す

　
る
。

　
　
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
請
求
は
、
他
の
債
務
者
に
対
す
る
請
求
を

　
妨
げ
な
い
。
最
初
に
請
求
を
受
け
た
老
の
後
者
に
対
し
て
も
請
求
で
き

　
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
四
七
条
に
一
致
）
．

第
五
八
条
　
所
持
人
は
、
そ
の
直
接
請
求
権
を
受
け
る
者
に
対
し
て
次
の

　
金
額
を
請
求
で
き
る
。

　
　
一
、
引
受
ま
た
は
支
払
が
な
か
っ
た
為
替
手
形
の
金
額
お
よ
び
本
法

　
　
　
第
六
条
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
る
利
息

　
　
二
、
前
項
の
金
額
に
対
す
る
、
法
定
利
息
に
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算

　
　
　
し
た
為
替
手
形
の
満
期
日
以
後
の
利
息

　
　
三
、
拒
絶
証
書
作
成
お
よ
び
通
知
の
費
用
を
含
む
そ
の
他
の
費
用

　
　
満
期
前
に
直
接
請
求
権
を
行
使
す
る
と
き
は
、
手
形
の
金
額
よ
り
割

　
引
額
を
減
額
す
る
。
こ
の
額
引
額
は
、
請
求
権
が
行
使
さ
れ
た
日
の
法

　
定
利
息
に
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
し
て
算
定
さ
れ
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
第
四
八
条
と
同
趣
旨
だ
が
、
利
率
に
つ
い
て
は
統

　
　
一
法
の
第
二
付
属
書
第
一
三
条
の
留
保
事
項
を
活
用
）
。

第
五
九
条
　
為
替
手
形
を
受
戻
し
た
者
は
、
同
人
に
対
し
責
任
を
負
う
者

　
に
対
し
て
、
次
の
こ
と
を
請
求
で
き
る
。

　
　
一
、
そ
の
支
払
っ
た
総
金
額

　
　
二
，
前
号
の
金
額
に
対
す
る
、
法
定
利
息
に
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
を
加
算

　
　
　
し
た
支
払
日
以
降
の
利
息

　
　
三
、
そ
の
支
出
し
た
費
用

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
四
九
条
と
同
趣
旨
。
前
条
と
同
様
、
利
率
に

　
つ
い
て
第
二
付
属
書
第
一
三
条
の
留
保
事
項
を
利
用
）
。

第
六
〇
条
　
為
替
手
形
上
の
請
求
を
受
け
た
、
ま
た
は
受
け
る
こ
と
あ
る

　
べ
き
債
務
者
は
、
支
払
と
引
換
え
に
、
拒
絶
証
書
、
場
合
に
よ
っ
て
は

受
取
を
証
す
る
計
算
書
と
共
に
為
替
手
形
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
為
替
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
は
、
自
己
お
よ
び
後
者
の
裏
書
を
抹

　
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
手
形
債
務
者
よ
り
支
払
の
申
込
み
を
受
け
た
所
持
人
は
、
こ
れ
を
承

　
諾
し
、
か
つ
申
込
み
よ
り
で
き
る
限
り
短
期
間
に
為
替
手
形
を
交
付
す

　
る
義
務
を
有
す
る
．
こ
の
よ
う
な
支
払
の
申
込
み
以
降
、
所
持
人
は
そ

　
の
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

　
　
（
訳
注
。
第
三
項
を
除
き
、
統
一
法
、
目
本
法
の
第
五
〇
条
に
一
致
）
。

第
六
一
条
一
部
引
受
の
後
に
遡
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
、
引

　
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
手
形
金
額
の
支
払
を
す
る
者
は
、
そ
の
支
払
の
旨

　
を
手
形
に
記
載
す
る
こ
と
お
よ
び
受
取
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
を
請
求

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
所
持
人
は
、
爾
後
の
遡
求
を
普
通
訴
訟

　
（
彗
。
§
。
昌
召
垂
）
ま
た
は
執
行
訴
訟
（
8
。
一
曾
書
。
耳
一
奉
）
に
よ
り
な

　
す
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
手
形
の
証
明
謄
本
お
よ
び
拒
絶
証
書

　
が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
同
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
の
第
五
一
条
に
一
致
）
。
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第
六
二
条
　
遡
求
権
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
は
、
反
対
の
記
載
が
な
い
限

　
り
、
手
形
債
務
者
の
一
人
に
宛
て
そ
の
住
所
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
一

　
覧
払
の
新
手
形
を
振
出
す
こ
と
に
よ
り
遡
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
戻
手
形
（
巨
蚕
号
虜
器
帥
）
は
、
第
五
八
条
お
よ
び
第
五
九
条
に
規

定
す
る
金
額
の
ほ
か
、
仲
立
料
お
よ
び
印
紙
税
を
含
む
。

　
　
戻
手
形
を
振
出
す
の
が
所
持
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
金

　
額
は
本
手
形
（
糞
霊
胃
ぎ
三
奉
）
の
支
払
地
よ
り
前
者
の
住
所
地
に
宛

　
て
振
出
す
一
覧
払
手
形
の
相
場
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。
裏
書
人
が
戻
手

　
形
を
振
出
す
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
は
戻
手
形
の
振
出
人
が
そ
の
住
所

　
地
よ
り
前
者
の
住
所
地
に
宛
て
振
出
す
一
覧
払
手
形
の
相
場
に
よ
り
定

　
め
ら
れ
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
｝
法
、
日
本
法
の
第
五
二
条
に
噌
致
）
。

第
六
三
条
　
次
の
場
合
に
は
、
所
持
人
は
裏
書
人
、
振
出
人
、
そ
の
他
の

　
債
務
者
に
対
し
て
手
形
上
の
請
求
権
を
失
う
。

　
　
a
．
一
覧
払
ま
た
は
一
覧
後
定
期
払
の
呈
示
期
問
以
内
に
呈
示
さ
れ

　
な
か
っ
た
と
き
。

　
　
b
．
必
要
で
あ
っ
た
が
、
引
受
拒
絶
ま
た
は
支
払
拒
絶
に
際
し
拒
絶

　
証
書
の
作
成
ま
た
は
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
宣
言
が
な
さ
れ
な

　
か
っ
た
と
き
。

　
　
c
．
無
費
用
償
還
文
句
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
手
形
が
支
払
期
限
に

　
呈
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
。

振
出
人
が
記
載
し
た
期
間
内
に
引
受
の
た
め
の
呈
示
が
な
さ
れ
な
か

　
っ
た
と
き
は
、
所
持
人
は
、
支
払
拒
絶
お
よ
び
引
受
拒
絶
に
よ
る
遡
求

　
権
を
失
う
。
但
し
、
そ
の
記
載
の
文
言
に
よ
り
振
出
人
が
引
受
拒
絶
に

　
対
す
る
担
保
義
務
の
み
を
免
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に

　
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
裏
書
に
呈
示
期
間
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
記
載
を
し
た
裏
書

　
人
の
み
こ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
五
三
条
と
同
趣
旨
）
。

第
六
四
条
　
法
定
の
期
間
内
に
お
け
る
為
替
手
形
の
呈
示
ま
た
は
拒
絶
証

書
の
作
成
が
不
可
抗
力
（
旨
。
吋
鐸
目
亀
＆
に
よ
り
不
可
能
で
あ
る
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
伸
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
所
持
人

　
は
、
自
己
の
裏
書
人
に
対
し
遅
滞
な
く
そ
の
不
可
抗
力
を
通
知
し
、
か

　
つ
為
替
手
形
に
そ
の
通
知
を
記
載
し
．
日
付
を
付
し
て
署
名
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
例
に
は
第
五
五
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
．

　
　
不
可
抗
力
が
止
ん
だ
と
き
は
、
所
持
人
は
遅
滞
な
く
引
受
ま
た
は
支

　
払
の
た
め
手
形
を
呈
示
し
、
か
つ
必
要
が
あ
る
と
き
は
拒
絶
証
書
を
作

　
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
不
可
抗
力
が
満
期
よ
り
三
〇
日
を
超
え
て
継
続
す
る
と
き
は
、
呈
示

　
ま
た
は
拒
絶
証
書
の
作
成
を
必
要
と
せ
ず
に
遡
求
権
を
行
使
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
一
覧
払
ま
た
は
一
覧
後
定
期
払
の
為
替
手
形
に
つ
い
て
は
、
三
〇
日

　
の
期
間
は
呈
示
期
間
の
経
過
前
で
あ
っ
て
も
、
所
持
人
が
そ
の
裏
書
人

　
に
不
可
抗
力
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
進
行
す
る
．
一
覧
後
定
期
払
の
為

　
替
手
形
に
っ
い
て
は
、
三
〇
日
の
期
間
に
為
替
手
形
に
記
載
さ
れ
た
一
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覧
後
の
期
間
を
加
え
る
．

　
　
所
持
人
ま
た
は
所
持
人
が
手
形
の
呈
示
も
し
く
は
拒
絶
証
書
の
作
成

　
を
委
任
し
た
者
に
つ
い
て
の
単
純
な
人
的
事
由
は
不
可
抗
力
を
構
成
す

　
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
五
四
条
と
同
趣
旨
）
。

第
六
五
条
　
所
持
人
が
す
べ
て
の
債
務
者
に
対
し
手
形
上
の
請
求
権
を
失

　
い
、
か
つ
こ
れ
ら
債
務
者
に
対
し
原
因
関
係
に
も
と
づ
く
請
求
権
も
行

使
で
き
な
い
と
き
も
、
所
持
人
は
、
振
出
人
、
引
受
人
ま
た
は
裏
書
人

　
に
対
し
て
、
こ
の
証
券
よ
り
生
ず
る
権
利
の
保
全
の
た
め
に
法
律
上
必

　
要
と
さ
れ
る
手
続
の
欠
飲
に
よ
り
手
形
債
務
が
消
滅
し
た
こ
と
の
結
果

　
と
し
て
こ
れ
ら
の
老
が
所
持
人
の
損
失
に
お
い
て
不
当
に
利
得
し
た
金

　
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
所
持
人
の
た
め
の
利
得
返
還
請
求
権
は
手
形
上
の
請
求
権
の
消
滅
後

　
三
年
で
時
効
と
す
る
．

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
、
日
本
法
に
該
当
条
文
な
し
。
統
一
法
第
二
付
属
書
第
一
五

　
条
の
留
保
事
項
を
利
用
）
。

第
六
六
条
　
為
替
手
形
は
、
そ
の
手
形
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
金
額
な
ら

　
び
に
本
法
第
五
八
条
、
第
五
九
条
お
よ
び
第
六
二
条
に
も
と
づ
く
そ
の

　
他
の
金
額
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
第
一
四
二
九
条
お
よ
び
そ
れ
に
続

　
く
条
文
の
定
め
る
執
行
が
可
能
で
あ
る
．
こ
の
場
合
、
署
名
の
裁
判
所

　
に
よ
る
認
証
は
必
要
と
し
な
い
。

　
　
（
訳
注
。
統
一
法
．
日
本
法
に
類
似
条
文
の
な
い
ス
ベ
イ
ン
民
事
訴
訟
制
度
と

　
の
調
整
条
文
。
第
六
七
条
、
第
六
八
条
も
同
様
）
。

第
六
七
条
　
手
形
上
の
債
務
者
は
、
所
持
人
に
対
し
て
所
持
人
と
の
人
的

　
な
関
係
に
も
と
づ
く
抗
弁
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

債
務
者
は
、
所
持
人
が
そ
れ
以
前
の
所
持
人
に
対
し
持
っ
て
い
る
人
的

抗
弁
に
つ
い
て
も
、
所
持
人
が
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
そ

　
の
手
形
を
取
得
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
同
様
に
対
抗
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
前
項
の
ほ
か
、
手
形
上
の
請
求
を
受
け
た
者
は
、
次
の
よ
う
な
抗
弁

　
を
も
っ
て
対
抗
で
き
る
。

　
　
一
、
署
名
の
偽
造
を
含
む
、
手
形
上
の
宣
言
の
欠
訣
ま
た
は
無
効
。

　
　
二
、
本
法
の
規
定
に
従
い
、
所
持
人
の
適
法
性
の
欠
如
ま
た
は
為
替

　
手
形
に
必
要
な
形
式
の
欠
除
。

　
　
三
、
そ
の
履
行
を
債
務
者
に
請
求
で
き
る
手
形
債
権
の
消
滅
。

　
　
手
形
上
の
請
求
権
の
行
使
に
対
し
て
は
、
本
条
に
列
挙
さ
れ
た
抗
弁

　
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。
執
行
上
の
手
続
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
が
行
使

　
さ
れ
る
場
合
は
．
民
事
訴
訟
法
第
一
四
六
四
条
．
第
一
四
六
七
条
第
一

　
号
お
よ
び
第
二
号
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
六
八
条
　
手
形
上
の
権
利
の
執
行
訴
訟
に
よ
る
行
使
は
、
前
数
条
お
よ

　
び
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
依
拠
し
て
、
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
た
手

　
続
に
従
う
も
の
と
す
る
。

　
　
一
、
債
務
者
が
、
民
事
訴
訟
法
第
一
四
四
二
条
に
規
定
さ
れ
た
手
続

　
が
と
ら
れ
た
目
に
次
ぐ
三
〇
日
以
内
に
自
ら
ま
た
は
代
理
人
を
通
じ
て

　
出
頭
し
、
署
名
の
正
統
性
を
断
乎
と
し
て
否
定
ま
た
は
無
権
代
理
を
申
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し
立
て
る
と
き
は
．
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
申
立
て
を
書
証
の
手
続
に
よ

っ
て
行
な
う
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
そ
の
事
案
の
状
況
と
提
出
さ
れ
た

書
証
を
一
覧
し
、
差
押
え
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
ま
た
、
適
当

と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
適
切
な
保
証
ま
た
は
担
保
を
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判
決
は
別
件
と
し
て
下
さ
れ
、
か
つ
執
行
訴
訟

の
進
行
を
妨
げ
な
い
。

　
二
、
裁
判
官
の
差
押
え
解
除
の
命
令
は
、
債
務
者
が
適
時
に
か
つ
適

切
な
方
式
に
お
い
て
抗
弁
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
ま
た
は
提
出

し
た
が
判
決
の
な
か
で
拒
絶
さ
れ
た
と
ぎ
は
、
無
効
と
す
る
．

　
三
、
為
替
手
形
が
次
の
事
例
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
差
押
え

は
解
除
さ
れ
な
い
。

　
a
．
振
出
、
引
受
、
保
証
ま
た
は
裏
書
が
、
目
付
を
記
載
し
て
為

替
・
証
券
取
引
仲
介
人
ま
た
は
会
員
た
る
商
事
仲
介
人
の
介
入
を
受
け

て
い
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
署
名
が
当
該
手
形
上
に
公
証
人
に
よ

っ
て
認
証
さ
れ
て
い
る
と
き
。

　
b
．
一
人
の
手
形
債
務
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
強
制
執
行
に
お
い
て
、

当
該
債
務
者
が
、
拒
絶
証
書
、
公
証
人
を
通
ず
る
支
払
の
請
求
、
ま
た

は
執
行
裁
判
判
開
始
前
の
和
解
手
続
に
お
い
て
、
手
形
上
の
自
分
の
署

名
の
真
正
性
を
否
定
し
な
い
か
、
ま
た
は
代
理
権
の
完
全
な
欠
飲
を
申

し
立
て
な
か
っ
た
場
合
。

　
c
．
手
形
債
務
者
が
裁
判
上
ま
た
は
公
文
書
の
な
か
で
自
己
の
署
名

を
認
知
し
た
と
き
。
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